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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再送処理が互いに独立して行われる複数の下りデータパケットを多重化して、同一の端
末に再送するとともに、前記再送された複数の下りデータパケットをそれぞれ復号するた
めのひとつ又は複数の下り制御情報を、前記同一の端末に対して送信する基地局であって
、
 
（１）前記基地局は、プロセスＰ１ではサブフレームＴ１において、
　データパケットＡを第１データパケットとして第１レイヤ又はチャネルで、データパケ
ットＢを第２データパケットとして第２レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
　下り制御情報に、該当するデータパケットが属するプロセスの識別番号であるプロセス
ＩＤがＰ１、第１データパケットの復号処理情報がデータパケットＡに適用される復号処
理情報、第２データパケットの復号処理情報がデータパケットＢに適用される復号処理情
報に、それぞれ設定し、
　前記サブフレームＴ１において、データパケットＡおよびＢの復号に必要な情報を含む
一つの下り制御情報を前記端末に送信し、
 
（２）一方、前記基地局は、プロセスＰ２では、サブフレームＴ１とは異なるサブフレー
ムＴ２において、
　データパケットＣを第１データパケットとして第１レイヤ又はチャネルで、データパケ
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ットＤを第２データパケットとして第２レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
　下り制御情報に、プロセスＩＤがＰ２、第１データパケットの復号処理情報がデータパ
ケットＣに適用される復号処理情報、第２データパケットの復号処理情報がデータパケッ
トＤに適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
　前記サブフレームＴ２において、データパケットＣおよびＤの復号に必要な情報を含む
一つの下り制御情報を、前記端末に送信し、
 
（３）
　（ｉ）前記端末から受信したＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、データパケットＡ及びＢの
いずれかがＮＡＫであり、データパケットＣ及びＤのいずれかがＮＡＫであった場合、前
記基地局は、サブフレームＴ３において、
　ＮＡＫに対応する複数のデータパケットを前記端末に再送し、
　プロセスＰ１におけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルを選択し、
当該データパケットに対応するレイヤ番号又は当該パケットが送信が新規送信と再送のど
ちらであるかを示す識別情報であるパケット番号のＮＤＩを再送に設定し且つ再送するデ
ータパケットに適用される復号処理情報を設定し、もう一方のレイヤ番号又はパケット番
号のＮＤＩを新規送信に設定し且つ復号処理情報とダミー値を設定することで、第１の下
り制御情報を生成し、
　プロセスＰ１におけるデータパケットの再送用として選択されなかったレイヤ又はチャ
ネルを、プロセスＰ２におけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルとし
、当該データパケットに対応するレイヤ番号又はパケット番号のＮＤＩを再送に設定し且
つ再送するデータパケットに適用される復号処理情報を設定し、もう一方のレイヤ番号又
はパケット番号のＮＤＩを新規送信に設定し且つ復号処理情報をダミー値に設定すること
で、第２の下り制御情報を生成し、
　前記サブフレームＴ３において、それぞれの再送するデータパケットの復号に必要な情
報を含む前記第１の下り情報及び前記第２の下り情報を前記端末に再送する、
及び／又は、
　（ｉｉ）前記端末から受信したＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、データパケットＡおよび
ＣがＡＣＫ、データパケットＢおよびＤがＮＡＫであった場合、前記基地局は、サブフレ
ームＴ３において、
　データパケットＢおよびＤを前記端末に再送し、
　前記第１の下り制御情報に、プロセスＩＤがＰ１、第１データパケットのＮＤＩが新規
送信、第１データパケットの復号処理情報がダミーの値、第２データパケットのＮＤＩが
再送、第２データパケットの復号処理情報がデータパケットＢに適用される復号処理情報
に、それぞれ設定し、
　前記第２の下り制御情報に、プロセスＩＤがＰ２、第１データパケットのＮＤＩが新規
送信、第１データパケットの復号処理情報がダミーの値、第２データパケットのＮＤＩが
再送、第２データパケットの復号処理情報がデータパケットＤに適用される復号処理情報
に、それぞれ設定し、
　サブフレームＴ３において、データパケットＢの復号に必要な情報を含む前記第１の下
り制御情報と、データパケットＤの復号に必要な情報を含む前記第２の下り制御情報を、
前記端末に送信する、
前記基地局。
 
【請求項２】
前記基地局は、
　再送パケットが２個以上存在した場合には、優先度１位となった再送パケットを前回送
信したときに多重された他の再送パケットが存在するか否かを判定し、
　存在する場合には、当該再送パケット２個を選択し、
　一方、存在しない場合には、優先度２位となった再送を前回送信したときに多重された
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他の再送パケットが存在するか否かを判定し、
　存在する場合には、優先度１位の再送パケット１個のみを選択し、一方、存在しない場
合には、優先度１位および２位の再送パケットを各１個ずつ選択する
ことを特徴とする請求項１に記載の基地局。
 
【請求項３】
　再送処理が互いに独立して行われる複数の下りデータパケットが多重化され同一の基地
局から再送された再送信号を受信するとともに、前記複数の下りデータパケットをそれぞ
れ復号するための複数の制御信号を、前記同一の基地局から受信する端末であって、
 
（１）前記基地局は、プロセスＰ１ではサブフレームＴ１において、
　データパケットＡを第１データパケットとして第１レイヤ又はチャネルで、データパケ
ットＢを第２データパケットとして第２レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
　下り制御情報に、該当するデータパケットが属するプロセスの識別番号であるプロセス
ＩＤがＰ１、第１データパケットの該当するデータパケットの送信が新規送信と再送のど
ちらであるかを表すＮＤＩが新規送信、第１データパケットの復号処理情報がデータパケ
ットＡに適用される復号処理情報、第２データパケットのＮＤＩが新規送信、第２データ
パケットの復号処理情報がデータパケットＢに適用される復号処理情報に、それぞれ設定
し、
　前記サブフレームＴ１において、データパケットＡおよびＢの復号に必要な情報を含む
一つの下り制御情報を前記端末に送信し、
 
（２）一方、前記基地局は、プロセスＰ２では、サブフレームＴ１とは異なるサブフレー
ムＴ２において、
　データパケットＣを第１データパケットとして第１レイヤ又はチャネルで、データパケ
ットＤを第２データパケットとして第２レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
　下り制御情報に、プロセスＩＤがＰ２、第１データパケットのＮＤＩが新規送信、第１
データパケットの復号処理情報がデータパケットＣに適用される復号処理情報、第２デー
タパケットのＮＤＩが新規送信、第２データパケットの復号処理情報がデータパケットＤ
に適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
　前記サブフレームＴ２において、データパケットＣおよびＤの復号に必要な情報を含む
一つの下り制御情報を、前記端末に送信し、
 
（３）前記基地局は、前記端末から受信したＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、データパケッ
トＡ及びＢのいずれかがＮＡＫであり、データパケットＣ及びＤのいずれかがＮＡＫであ
ったときに、前記基地局は、サブフレームＴ３において、
　ＮＡＫに対応する複数のデータパケットを前記端末に再送し、
　プロセスＰ１におけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルを選択し、
当該データパケットに対応するレイヤ番号又は当該パケットが送信が新規送信と再送のど
ちらであるかを示す識別情報であるパケット番号のＮＤＩを再送に設定し且つ再送するデ
ータパケットに適用される復号処理情報を設定し、もう一方のレイヤ番号又はパケット番
号のＮＤＩを新規送信に設定することで、第１の下り制御情報を生成し、
　プロセスＰ１におけるデータパケットの再送用として選択されなかったレイヤ又はチャ
ネルを、プロセスＰ２におけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルとし
、当該データパケットに対応するレイヤ番号又はパケット番号のＮＤＩを再送に設定し且
つ再送するデータパケットに適用される復号処理情報を設定し、もう一方のパケット番号
のＮＤＩを新規送信に設定することで、　第２の下り制御情報を生成し、
　前記サブフレームＴ３において、それぞれの再送するデータパケットの復号に必要な情
報を含む前記第１の下り情報及び前記第２の下り情報を前記端末に再送した場合、
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（４）サブフレームＴ３で２つの前記下り制御情報を受信した前記端末は、
　受信した下り制御情報のうち、下り制御チャネル番号の小さな下り制御チャネルにより
伝送されたものを参照して復号した再送パケットのＡＣＫまたはＮＡＫは、２ビットのＡ
ＣＫ／ＮＡＫ情報の中の、当該パケットのデータパケット番号に対応するビットに設定し
、２ビットのＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の残りのビットには、もう一方の下り制御チャネル
により伝送されたものを参照して復号した再送パケットのＡＣＫまたはＮＡＫを設定し、
　前記端末は、サブフレームＴ３’において、２個のデータパケットの復号結果を表すひ
とつのＡＣＫ／ＮＡＫ情報を前記基地局に送信し、
 
（５）前記端末は、
　通知された下り制御チャネルの復号結果を参照し、
　下り制御チャネルの復号結果に、データパケット番号とレイヤ番号又はチャネル番号が
同じであることを示す情報が含まれる場合には、上記復号結果に含まれる第１データパケ
ットの復号処理情報を参照して、該当する下り共有チャネルの第１レイヤ又はチャネルを
復号し、
　下り制御チャネルの復号結果に含まれる第２データパケットの復号処理情報を参照して
、該当する下り共有チャネルの第２レイヤ又はチャネルを復号し、
　一方、
　下り制御チャネルの復号結果に、データパケット番号とレイヤ番号又はチャネル番号が
異なることを示す情報が含まれる場合には、上記復号結果に含まれる第２データパケット
の復号処理情報を参照して、該当する下り共有チャネルの第１レイヤ又はチャネルを復号
し、
　下り制御チャネルの復号結果に含まれる第１データパケットの復号処理情報を参照して
、該当する下り共有チャネルの第２レイヤ又はチャネルを復号する、
前記端末。
 
【請求項４】
　前記端末は、二つの下り制御情報を受信した場合、下り制御チャネル番号が小さい下り
制御情報を参照して復号されるデータパケットＢに該当する第２データパケットに対応す
るビットに、データパケットＢのＡＣＫまたはＮＡＫを設定し、残りの第１データパケッ
トに対応するビットに、データパケットＤのＡＣＫまたはＮＡＫを設定すること、
 
及び／又は、
 
　前記端末は、１個の下り制御情報しか受信しない場合、前記端末サブフレームＴ３にお
いて、下り制御チャネル番号の小さい順に、下り制御チャネルの復号を試み、復号された
１個の下り制御チャネルに含まれる下り制御情報を参照し、下り共有チャネルにて伝送さ
れた２個のデータパケットの復号処理を行い、
　正しい復号処理情報が設定されているデータパケットについては、２ビットのＡＣＫ／
ＮＡＫ情報の中の当該パケット番号に対応するビットに、復号結果に応じてＡＣＫまたは
ＮＡＫを設定し、ダミーの復号処理情報が設定されているデータパケットについては、２
ビットのＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の当該パケット番号に対応するビットに、常にＮＡＫを
設定する
ことを特徴とする請求項３に記載の端末。
 
【請求項５】
前記端末は、
　下り制御情報受信数が２であれば、第１の下り制御情報及び第２の下り制御情報のそれ
ぞれについて、
　第１データパケットのＮＤＩを参照し、第１データパケットが再送パケットであるか否
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かを判定し、
　第１データパケットが再送パケットであった場合には、第１データパケットの復号結果
に従い、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の第１データパケットの情報を表すビットに設定し、
　第２データパケットのＮＤＩを参照し、第２データパケットが再送パケットであった場
合には、第２データパケットの復号結果に従い、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の第２データパ
ケットの情報を表すビットに設定し、
　ひとつのＡＣＫ／ＮＡＫ情報を、上り制御チャネルにより、前記基地局に送信する
こと、
 
及び／又は、
 
前記端末は、
　下り制御情報受信数が１であれば、該下り制御情報について、
　第１データパケットのＮＤＩを参照し、第１データパケットが再送パケットであるか否
かを判定し、
　第１データパケットが再送パケットであった場合には、第１データパケットの復号結果
に従い、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の第１データパケットの情報を表すビットに設定し、
　第２データパケットのＮＤＩを参照し、第２データパケットが再送パケットであった場
合には、下り共有チャネル受信処理部から通知された第２データパケットの復号結果に従
い、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の第２データパケットの情報を表すビットに設定し、
　ひとつのＡＣＫ／ＮＡＫ情報を、上り制御チャネルにより、前記基地局に送信する
ことを特徴とする請求項３に記載の端末。
 
【請求項６】
　再送処理が互いに独立して行われる複数の下りデータパケットを多重化して、同一の端
末に再送するとともに、前記再送された複数の下りデータパケットをそれぞれ復号するた
めのひとつ又は複数の下り制御情報を、前記同一の端末に対して送信する前記基地局であ
って、
（１）前記基地局は、プロセスＰ１ではサブフレームＴ１において、
　データパケットＡを第１データパケットとして第１レイヤ又はチャネルで、データパケ
ットＢを第２データパケットとして第２レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
　下り制御情報に、該当するデータパケットが属するプロセスの識別番号であるプロセス
ＩＤがＰ１、第１及び第２データパケットと第１及び第２レイヤとの対応関係を表すＳｗ
ａｐが無、第１データパケットの該当するデータパケットの送信が新規送信と再送のどち
らであるかを表すＮＤＩが新規送信、第１データパケットの復号処理情報がデータパケッ
トＡに適用される復号処理情報、第２データパケットのＮＤＩが新規送信、第２データパ
ケットの復号処理情報がデータパケットＢに適用される復号処理情報に、それぞれ設定し
、
　前記サブフレームＴ１において、データパケットＡおよびＢの復号に必要な情報を含む
一つの下り制御情報を前記端末に送信し、
（２）一方、前記基地局は、プロセスＰ２では、サブフレームＴ１とは異なるサブフレー
ムＴ２において、
　データパケットＣを第１データパケットとして第１レイヤ又はチャネルで、データパケ
ットＤを第２データパケットとして第２レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
　下り制御情報に、プロセスＩＤがＰ２、第１データパケットのＮＤＩが新規送信、第１
データパケットの復号処理情報がデータパケットＣに適用される復号処理情報、第２デー
タパケットのＮＤＩが新規送信、第２データパケットの復号処理情報がデータパケットＤ
に適用される復号処理情報に、それぞれ設定し、
　前記サブフレームＴ２において、データパケットＣおよびＤの復号に必要な情報を含む
一つの下り制御情報を、前記端末に送信し、
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（３）
　（ｉ）前記端末から受信したＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、データパケットＡ及びＢの
いずれかがＮＡＫであり、データパケットＣ及びＤのいずれかがＮＡＫであった場合、前
記基地局は、サブフレームＴ３において、
　ＮＡＫに対応する複数のデータパケットをそれぞれサブフレームＴ１及びＴ２で送った
レイヤで、前記端末に再送し、
　　第１の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルを
選択し、当該データパケットに対応するパケット番号のＮＤＩを再送に設定し且つ再送す
るデータパケットに適用される復号処理情報を設定し、
　第１の再送プロセスの再送用として選択されなかったレイヤ又はチャネルを、第２の再
送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルとし、当該デー
タパケットに対応するパケット番号のＮＤＩを再送に設定し且つ再送するデータパケット
に適用される復号処理情報を設定することで、
　１個の下り制御情報を生成し、
　前記サブフレームＴ３において、それぞれの再送するデータパケットの復号に必要な１
個の下り情報を前記端末に再送する、
及び／又は、
　（ｉｉ）前記端末から受信したＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、データパケットＡおよび
ＤがＡＣＫ、ＢおよびＣがＮＡＫであった場合、前記基地局は、サブフレームＴ３におい
て、
　データパケットＢを第２レイヤ又はチャネルで、データパケットＣを第１レイヤ又はチ
ャネルで、前記端末に再送し、
　下り制御情報には、Ｓｗａｐが無、第１データパケットのプロセスＩＤがＰ２、第１デ
ータパケットのＮＤＩが再送、第１データパケットの復号処理情報がデータパケットＣに
適用される復号処理情報、第２データパケットのプロセスＩＤがＰ１、第２データパケッ
トのＮＤＩが再送、第２データパケットの復号処理情報がデータパケットＢに適用される
復号処理情報に、それぞれ設定し、
　データパケットＢおよびＣの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を、前記端末
に送信する
前記基地局。
 
【請求項７】
前記基地局は、
　前記決定されたレイヤ又はチャネルが、第１および第２の再送プロセスにおいて再送さ
れるデータパケットのいずれか一方のみについて、当該データパケットの新規送信に用い
られたレイヤ又はチャネルと異なり、他方のデータパケットについては当該データパケッ
トの新規送信に用いられたレイヤ又はチャネルと同一である場合には、２個の下り制御情
報を生成する
ことを特徴とする請求項６に記載の基地局。
 
【請求項８】
　再送処理が互いの独立して行われる複数の下りデータパケットが多重化され同一の基地
局から再送された再送信号を受信するとともに、前記複数の下りデータパケットをそれぞ
れ復号するための複数の制御信号を、前記同一の基地局から受信する端末であって、
 
（１）前記基地局は、プロセスＰ１ではサブフレームＴ１において、
　データパケットＡを第１データパケットとして第１レイヤ又はチャネルで、データパケ
ットＢを第２データパケットとして第２レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
　前記サブフレームＴ１において、データパケットＡおよびＢの復号に必要な情報を含む
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一つの下り制御情報を前記端末に送信し、
（２）一方、前記基地局は、プロセスＰ２では、サブフレームＴ１とは異なるサブフレー
ムＴ２において、
　データパケットＣを第１データパケットとして第１レイヤ又はチャネルで、データパケ
ットＤを第２データパケットとして第２レイヤ又はチャネルで、前記端末に送信し、
　前記サブフレームＴ２において、データパケットＣおよびＤの復号に必要な情報を含む
一つの下り制御情報を、前記端末に送信し、
 
（３）前記端末から受信したＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、データパケットＡ及びＢのい
ずれかがＮＡＫであり、データパケットＣ及びＤのいずれかがＮＡＫであった場合、前記
基地局は、サブフレームＴ３において、
　ＮＡＫに対応する複数のデータパケットをそれぞれサブフレームＴ１及びＴ２で送った
レイヤで、前記端末に再送し、
　　第１の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルを
選択し、当該データパケットに対応するパケット番号のＮＤＩを再送に設定し且つ再送す
るデータパケットに適用される復号処理情報を設定し、
　第１の再送プロセスの再送用として選択されなかったレイヤ又はチャネルを、第２の再
送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤ又はチャネルとし、当該デー
タパケットに対応するパケット番号のＮＤＩを再送に設定し且つ再送するデータパケット
に適用される復号処理情報を設定することで、１個の下り制御情報を生成し、
　前記サブフレームＴ３において、それぞれの再送するデータパケットの復号に必要な１
個の下り情報を前記端末に再送する、
場合、
 
（４）前記端末は、
　該下り制御情報について、
　第１データパケットの復号結果に従いＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の第１データパケットの
情報を表すビットに設定し、第２データパケットの復号結果に従いＡＣＫ／ＮＡＫ情報の
中の第２データパケットの情報を表すビットに設定し、
　ひとつのＡＣＫ／ＮＡＫ情報を、上り制御チャネルにより、前記基地局に送信する、
前記端末。
 
【請求項９】
　前記下り制御情報の復号処理情報は、
　データパケットに適用されるＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　
Ｓｃｈｅｍｅ）番号を表すＭＣＳと、
　該当するデータパケットにおいて誤り訂正符号化されたデータのどの部分を送信するか
を表すＲＶ（Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｖｅｒｓｉｏｎ）と、
を含むこと、
 
及び／又は、
 
　前記下り制御情報は、さらに、
　該当する下り共有チャネルに割り当てられるリソースブロックの数および周波数方向の
位置を表すリソース割当情報と、
　データパケットを空間多重する際の行列演算又はプリコーディングに用いられるプリコ
ーディング行列番号を表すＰＭＩ(Ｐｒｅｃｏｄｅｒ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｅｘ）と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、基地局、端末及び無線通信システムに係り、特に、セルラ無線通信システム、
およびセルラ無線通信システムを構成する無線基地局装置および無線端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
無線通信の高速化、大容量化を目的として、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）を採用する無線通信方式の
研究開発が進んでいる。ＯＦＤＭは、周波数の異なる直交する複数の副搬送波を用いて情
報を伝送する方式であり、送信側では、伝送するデータを周波数領域で生成し、ＩＦＦＴ
（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）により時間領域の
信号に変換して無線信号として送信する。受信側では、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅ
ｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）により、時間領域から周波数領域の信号に変換して元の情報を
取り出す。
ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）は、各々の副搬送波を複数の端末に割り当て、ＯＦＤＭによる
多重化を行うことで、多元接続を実現する方式である。
ＯＦＤＭＡを用いたセルラ無線通信方式の規格の代表的なものとしては、ＬＴＥが挙げら
れる。ＬＴＥでは、基地局が、上り、下りそれぞれについて、サブフレームと呼ばれる予
め決められた時間区間ごとに、予め決められた数の副搬送波を単位とする周波数リソース
を割り当てる。
また、ＬＴＥでは、適応変調が用いられている。これは、データパケット送信の際の変調
方式および誤り訂正符号の符号化率（ＭＣＳ＝Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉ
ｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）を複数種定義し、その中からチャネル状態に応じて最適なものを選
択する方式であり、これらの決定も基地局が行う。
【０００３】
下りデータパケットの送信の際には、当該データパケットの送信に使用される周波数リソ
ース、および当該データパケットに適用されるＭＣＳを含めた下り制御情報が、当該デー
タパケットと同じサブフレームで送信される。
端末は、自宛の下り制御情報の有無を毎サブフレーム監視する。
その結果、自宛の下り制御情報が存在する場合には、端末は、当該サブフレームの、下り
制御情報にて指定された周波数リソースを参照し、下り制御情報にて指定されたＭＣＳを
適用して、受信したデータパケットの復号処理を行う。
自宛の下り制御情報が存在しない場合には、端末は当該サブフレームでは下り受信処理は
行わない。
端末は、復号処理の結果、復号に成功した場合にはＡＣＫを、また復号に失敗した場合に
はＮＡＫを、下りデータパケット受信の４サブフレーム後に、基地局に送信する。
【０００４】
端末から基地局にＮＡＫが通知された場合、基地局はＨＡＲＱ(Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏ
ｍａｔｉｃ　Ｒｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）によるデータパケットの
再送を行う。
ＨＡＲＱは、パケットをサブパケットに分割して順次送信し、前回までの受信電力と再送
時の受信電力の合成や、誤り訂正符号の冗長ビットの追加により、再送回数の増加ととも
に復号に成功する確率を改善していく再送方式である。
【０００５】
ＬＴＥでは、個々のデータパケットの再送を管理するために、ＨＡＲＱプロセスと呼ばれ
る概念が存在し、基地局は一つの端末につき最大８個のＨＡＲＱプロセスを管理すること
ができる。
これにより、あるデータパケットを送信した後、そのパケットに対するＡＣＫを待たずに
、次のデータパケットを送信することが可能になっている。
【０００６】
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ＬＴＥでは、データパケットを空間多重して同一の周波数・時間リソースで送信すること
により伝送容量を増大させるＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ－Ｏｕｔｐｕｔ）技術が用いられている。
ＭＩＭＯのうち、複数のデータパケットを空間多重するものはＭｕｌｔｉ　Ｃｏｄｅｗｏ
ｒｄ　ＭＩＭＯ（ＭＣＷ－ＭＩＭＯ）と呼ばれており、ＬＴＥでは最大２個のデータパケ
ットを空間多重することが可能である。
ＭＣＷ－ＭＩＭＯの場合、データパケット２個分のＭＣＳが一つの下り制御情報により端
末に通知される。
また、ＭＣＷ－ＭＩＭＯのＨＡＲＱは、データパケット２個分の再送を一つのＨＡＲＱプ
ロセスとして管理する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許公開公報　特開２００８－２１１４１１号
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１　Ｖｅｒｓｉｏｎ８．６．０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１２　Ｖｅｒｓｉｏｎ８．６．０
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３　Ｖｅｒｓｉｏｎ８．６．０
【非特許文献４】A.　Jalali,　R.　Padovani,　and　R.　Pankaj,　“Data　Throughput
　of　CDMA-HDR　High　Efficiency-High　Data　Rate　Personal　Communication　Wire
less　System,”　in　Proceedings　of　Vehicular　Technology　Conference　(VTC),
　vol.　3,　pp.　1854‐1858.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
ＭＣＷ－ＭＩＭＯでは、空間多重された２個のデータパケットのうち、１個のみが復号に
成功し、もう１個は復号に失敗する可能性がある。
上記の状況が、異なる２個以上のＨＡＲＱプロセスにおいて発生すると、２個以上のデー
タパケットを再送することが必要になる。
また、ＳＩＳＯ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｉｎｐｕｔ　Ｓｉｎｇｌｅ－Ｏｕｔｐｕｔ）やＳＣＷ－
ＭＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃｏｄｅｗｏｒｄ　ＭＩＭＯ）のＨＡＲＱプロセスが２個以上
存在する場合でも、同様に２個以上のデータパケットの再送が必要になる可能性がある。
しかし、上記の２個以上のデータパケットは、異なるＨＡＲＱプロセスにて送信されたも
のであるため、１個ずつ別々に再送を行わなければならない。
これにより、仮に２個のデータパケットの空間多重が可能な伝搬状況であったとしても、
１個のデータパケットしか送信できないため、周波数・時間リソースの利用効率が低下す
る。
【００１０】
これに対し、システム全体のリソース利用効率を高める方法として、再送パケットに新規
送信パケットを空間多重して伝送することも考えられる。
しかし、この方法では、特定の端末がリソースを解放せずに占有し続け、端末間の送信機
会の公平性が損なわれる可能性がある。
【００１１】
図１は、再送パケットと新規送信パケットの空間多重の問題点を模式的に説明した図であ
る。
以下、上述のような課題について、図１を用いて具体的に説明する。
あるサブフレームＴ１において、基地局がデータパケットＡおよびＢをＭＣＷ－ＭＩＭＯ
により伝送し、端末ではＡのみ受信完了し、Ｂは再送が必要となったとする。
この場合、基地局は、サブフレームＴ１＋８において、Ｂの再送パケットと、新規送信パ
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ケットＣとをＭＣＷ－ＭＩＭＯにより伝送する。
その結果、端末でＢのみ受信完了し、Ｃは再送が必要となったとすると、サブフレームＴ
１＋１６において、Ｃの再送パケットと、新規送信パケットＤとをＭＣＷ－ＭＩＭＯによ
り伝送する。
このような状況が続くと、基地局は８サブフレームおきに再送パケットと新規送信パケッ
トのＭＣＷ－ＭＩＭＯ送信を繰り返すことになり、結果的に相手の端末がリソースを占有
し続ける状態になる。
特に、複数ＨＡＲＱプロセスで上記の状況が発生した場合には、特定の端末が複数のリソ
ースを占有し続けるため、他の端末への送信機会が大きく減少することになる。なお、本
発明が解決すべき課題は、再送プロセスが２個以上存在するものであれば、通信方式に関
してＭＣＷ－ＭＩＭＯ、ＳＩＳＯ、ＳＣＷ－ＭＩＭＯに限るものではなく、再送方式に関
してＨＡＲＱに限るものではなく、各種の通信方式及び／又は再送方式に適用可能である
。
【００１２】
以上の点に鑑み、本発明の代表的な目的の一つとして、下り信号の再送に必要な周波数・
時間リソース量を削減することが挙げられる。
また、本発明の他の代表的な目的として、端末間の送信機会の公平性を確保することが挙
げられる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
上記の課題を解決するために、本発明に係る基地局装置は、例えば、再送処理が互いに独
立して行われる複数の下り信号を多重化して、同一の端末に（同時に）再送することを特
徴とする。
本発明では、前記再送された複数の下り信号をそれぞれ復号するための複数の制御信号を
、前記同一の端末に対して同時に送信することができる。この場合、前記複数の制御信号
に共通して、前記同一の端末に割り当てる無線資源、および前記複数の下り信号の多重化
のための行列演算に使用する行列を指定することができる。また、前記複数の制御信号は
、複数のデータのそれぞれに対する新規送信か再送かの判別情報を有し、再送データに対
して新規送信と同じデータ番号を指定し、該データ番号のデータに対する前記判別情報を
、再送を意味する値に設定し、他のデータ番号のデータに対する前記判別情報を、新規送
信を意味する値に設定することができる。さらに、前記複数の下り信号を伝送するための
複数の搬送波が存在し、前記複数の制御信号は、前記複数の下り信号のそれぞれの再送処
理を識別するための識別子を有し、前記識別子は、前記複数の搬送波の間で一意に付番さ
れるようにしてもよい。
本発明では、前記再送された複数の下り信号をそれぞれ復号するための単一の制御信号を
、前記同一の端末に対して同時に送信することができる。この場合、前記単一の制御信号
は、前記複数の下り信号のそれぞれの再送処理を識別するための識別子を有することがで
きる。また、前記複数の下り信号を伝送するための複数の搬送波が存在し、前記識別子は
、前記複数の搬送波の間で一意に付番されるようにしてもよい。
なお、前記複数の下り信号に優先度を付与し、優先度の高いものから順に選択するように
してもよい。
【００１４】
また、本発明に係る端末装置は、例えば、再送処理が互いに独立して行われる複数の下り
信号が多重化され同一の基地局から再送された再送信号を受信することを特徴とする。
前記複数の下り信号をそれぞれ復号するための複数の制御信号を、前記同一の基地局から
（同時に）受信することができる。また、前記複数の制御信号は、前記複数の下り信号の
それぞれに対する新規送信か再送かの判別情報を有し、前記判別情報が再送を示す下り信
号のみを復号することができる。また、前記複数の制御信号は、下り制御チャネル番号を
有する下り制御チャネルにより伝送され、前記下り制御チャネル番号が最も小さい下り制
御チャネルにより伝送された制御信号を参照して受信処理を行った再送データの受信確認
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情報を、該制御信号で指定されたデータ番号に対応するビットに載せて前記基地局に送信
することができる。さらに、前記複数の下り信号をそれぞれ復号するための単一の制御信
号を、前記同一の基地局から同時に受信することができる。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、再送処理が互いに独立して行われる複数の下り信号を多重化して、同一
の端末に同時に再送することにより、２個のデータパケットの空間多重が可能な伝搬状況
であっても１個のデータパケットしか再送できないという事態を回避し、再送に必要な周
波数・時間リソース量を削減することができる。
また、本発明によれば、削減した再送用リソースは、他の端末に割り当てることが可能に
なるため、端末間の送信機会の公平性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】再送パケットと新規送信パケットの空間多重の問題点を模式的に説明した図。
【図２】セルラ無線通信システムの構成図。
【図３】ＬＴＥの無線フレームの構成図。
【図４】ＬＴＥのリソースブロックの構成図。
【図５】ＬＴＥの下りチャネルの構成図。
【図６】本発明の第１の実施の形態における１個のＨＡＲＱプロセスでのデータパケット
新規送信のための下り制御情報の例。
【図７】本発明の第１の実施の形態における１個のＨＡＲＱプロセスでの下りデータパケ
ット送信のシーケンス図。
【図８】本発明の第１の実施の形態における２個のＨＡＲＱプロセスでの下りデータパケ
ット送信のシーケンス図。
【図９】本発明の第１の実施の形態における２個のＨＡＲＱプロセスでのデータパケット
新規送信のための下り制御情報の例。
【図１０】本発明の第１の実施の形態における２個のＨＡＲＱプロセスでのデータパケッ
ト再送のための下り制御情報の例。
【図１１】本発明の第１の実施の形態の受信手順に準拠する端末装置におけるＡＣＫ動作
の模式図。
【図１２】本発明の第１の実施の形態の受信手順に準拠しない端末装置におけるＡＣＫ動
作の模式図。
【図１３】本発明の第１の実施の形態における基地局装置の構成図。
【図１４】本発明の第１の実施の形態における基地局装置のスケジューラの全体動作フロ
ー図。
【図１５】本発明の第１の実施の形態における基地局装置のスケジューラの送信対象パケ
ット選択処理の詳細動作フロー図。
【図１６】本発明の第１の実施の形態における基地局装置のスケジューラの下り制御情報
生成処理の詳細動作フロー図。
【図１７】本発明の第１の実施の形態における端末装置の構成図。
【図１８】本発明の第１の実施の形態における端末装置の下り制御チャネル受信処理部の
動作フロー図。
【図１９】本発明の第１の実施の形態における端末装置の下り共有チャネル受信処理部の
動作フロー図。
【図２０】本発明の第１の実施の形態における端末装置のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部の動
作フロー図。
【図２１】本発明の第２の実施の形態における２個のＨＡＲＱプロセスでの下りデータパ
ケット送信のシーケンス図。
【図２２】本発明の第２の実施の形態における２個のＨＡＲＱプロセスでのデータパケッ
ト再送のための下り制御情報の例。
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【図２３】本発明の第２の実施の形態における基地局装置のスケジューラの下り制御情報
生成処理の詳細動作フロー図。
【図２４】本発明の第２の実施の形態における端末装置の下り制御チャネル受信処理部の
動作フロー図。
【図２５】本発明の第２の実施の形態における端末装置の下り共有チャネル受信処理部の
動作フロー図。
【図２６】本発明の第２の実施の形態における端末装置のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部の動
作フロー図。
【図２７】本発明の第３の実施の形態における２個のＨＡＲＱプロセスでの下りデータパ
ケット送信のシーケンス図。
【図２８】本発明の第３の実施の形態における２個のＨＡＲＱプロセスでのデータパケッ
ト新規送信のための下り制御情報の例。
【図２９】本発明の第３の実施の形態における２個のＨＡＲＱプロセスでのデータパケッ
ト再送のための下り制御情報の例。
【図３０】本発明の第３の実施の形態における基地局装置のスケジューラの下り制御情報
生成処理の詳細動作フロー図。
【図３１】本発明の第４の実施の形態におけるステップ３３０５にて送信される二つの下
り制御情報の例。
【図３２】本発明の第４の実施の形態における無線区間の物理チャネルの構成図。
【図３３】本発明の第４の実施の形態における二つのＨＡＲＱプロセスにおける下りデー
タパケット送信のシーケンス図。
【図３４】本発明の第４の実施の形態におけるステップ３３０１および３３０２にて送信
される下り制御情報の例。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
Ａ．第１の実施の形態
 
１．フレーム構成
本発明を適用した第１の実施の形態について、図２から図２０を用いて説明する。
図２に、セルラ無線通信システムの構成図を示す。
セルラ通信システムは、一般には、図２に示すように、複数の基地局装置と複数の端末装
置から構成される。基地局装置２０１ａ、２０１ｂはそれぞれ、有線回線によってネット
ワーク２０３に接続される。端末装置２０２ａ、２０２ｂは無線回線によってそれぞれ基
地局装置２０１ａ、２０１ｂに接続し、ネットワーク２０３との通信が可能な仕組みにな
っている。
なお、基地局装置２０１ａと２０１ｂの構成や動作は同一であるため、以下では基地局装
置２０１と総称する。同様に、端末装置２０２ａと２０２ｂは端末装置２０２と総称する
。
【００１８】
以下では、無線回線は、ＬＴＥの仕様に準拠するものとして説明するが、ＬＴＥに限られ
ない。なお、ＬＴＥの無線回線の仕様の詳細は、例えば、非特許文献１に規定されている
。
図３に、ＬＴＥの無線フレーム構成を示す。
ＬＴＥの無線フレームは１０ｍｓであり、無線フレームを１０分割したサブフレーム（１
ｍｓ）ごとにデータパケットが送信される。１つのサブフレームは、さらに長さ０．５ｍ
ｓで６または７ＯＦＤＭシンボルからなるスロット２個に分かれており、スロット単位で
周波数ホッピングを行うことが可能となっている。
図４に、ＬＴＥのリソースブロックの構成図を示す。
ここで、図４に示すような、１スロットにおける連続１２本の副搬送波からなる無線リソ
ースは、リソースブロック（ＲＢ）と呼ばれる。また、１ＯＦＤＭシンボルおよび１本の



(13) JP 5271213 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

副搬送波からなる、無線リソースの最小単位は、リソースエレメント（ＲＥ）と呼ばれる
。
図５に、ＬＴＥの物理チャネルの配置を示す。
サブフレームの先頭の１ないし４ＯＦＤＭシンボルからなる領域（以下では下り制御領域
と呼ぶ）には、下り制御領域が占有するＯＦＤＭシンボル数を通知する物理チャネル、上
りデータパケット送信に対する基地局からのＡＣＫ／ＮＡＫを伝送する物理チャネル、お
よび下り制御情報（下りデータパケットの受信に必要な情報、上りデータパケットの送信
に必要な情報、上り送信電力指示のいずれか）を伝送するための物理チャネルが配置され
る。
このうち、下り制御情報を送信するための物理チャネルを、以下では下り制御チャネルと
呼ぶ。
下り制御チャネルは、３６ＲＥからなるＣＣＥ(Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌ
ｅｍｅｎｔ）を単位としている。
端末は、下り制御領域の中の下り制御チャネルが配置される部分のうち、基地局から付与
された端末識別番号に応じて決められた範囲の復号を試みる。
その結果、復号に成功したＣＣＥが存在すれば、当該ＣＣＥに含まれる下り制御情報を参
照する。
なお、以下では、下りデータパケット伝送を考えるため、「下り制御情報」は下りデータ
パケットの受信に必要な情報を指すものとする。
下り制御領域に後続するサブフレーム末尾までの領域は、各端末が共通に使用でき、下り
データパケットを伝送するための物理チャネルはこの領域に配置される。
以下では上記物理チャネルを下り共有チャネルと呼ぶ。
各々の下り共有チャネルには、連続する１２本の副搬送波、すなわちＲＢの周波数リソー
ス量を最小単位とする周波数リソースが基地局のスケジューラによって割り当てられる。
また、例えば1サブフレーム（２スロット）単位での時間リソースの割当が行われる。こ
のため、下り共有チャネルが占有するリソース量は、しばしばＲＢ数により表現される。
【００１９】
２．下り制御情報及び通信シーケンス
図６に、データパケットのＭＣＷ－ＭＩＭＯ伝送の際に、基地局から端末に送信される下
り制御情報の例を示す。
下り制御情報は、リソース割当情報（ＲＢ　ｉｎｄｅｘ）、プロセスＩＤ（Ｐｒｏｃｅｓ
ｓ　ＩＤ）、Ｓｗａｐ、ＮＤＩ（Ｎｅｗ　Ｄａｔａ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＭＣＳ、Ｒ
Ｖ（Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｖｅｒｓｉｏｎ）、ＰＭＩ(Ｐｒｅｃｏｄｅｒ　Ｍａｔｒｉ
ｘ　Ｉｎｄｅｘ）の各フィールドを有する。
リソース割当情報は、該当する下り共有チャネルに割り当てられるＲＢの数および周波数
方向の位置を表す。
プロセスＩＤは、該当するデータパケットが属するＨＡＲＱプロセスの識別番号であり、
０から７までの値をとる。（この例では、Ｐ１として示している。）
Ｓｗａｐは、データパケット（Ｐａｃｋｅｔ　１、Ｐａｃｋｅｔ　２）とＭＣＷ－ＭＩＭ
Ｏのレイヤとの対応関係を表し、値が０であれば、第１データパケットと第１レイヤ、第
２データパケットと第２レイヤがそれぞれ対応する。
また、Ｓｗａｐの値が１であれば、第１データパケットと第２レイヤ、第２データパケッ
トと第１レイヤがそれぞれ対応する。
ＮＤＩは、該当するデータパケットの送信が新規送信と再送のどちらであるかを表す１ビ
ットの識別情報であり、新規送信の場合には、同じＨＡＲＱプロセスで前回送信したとき
のＮＤＩのビットを反転させ、再送の場合にはビット反転を行わない。
ＭＣＳは、データパケットに適用されるＭＣＳ番号を表す。ＭＣＳ番号は、例えば、非特
許文献３の表７．１．７．１－１に定義されている。
ＲＶは、該当するデータパケットにおいて誤り訂正符号化されたデータのどの部分を送信
するかを表し、０から３までの値をとる。
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ＰＭＩは、データパケットを空間多重する際の行列演算（プリコーディング）に用いられ
るプリコーディング行列番号を表す。プリコーディング行列番号は、例えば、非特許文献
２の表５．３．３．１．５－４および５．３．３．１．５－５に定義されている。
ＭＣＷ－ＭＩＭＯの場合、ＭＣＳ、ＮＤＩおよびＲＶは２個のデータパケットそれぞれに
ついて指定される。
その他のフィールドは、２個のデータパケットで共通である。
【００２０】
図７に、単一のＨＡＲＱプロセスにおける下りデータパケット送信のシーケンス図を示す
。
まず、あるサブフレームＴにおいて、基地局２０１はデータパケットＡおよびＢを、ＭＣ
Ｗ－ＭＩＭＯにより端末２０２に送信し、同時に、ＡおよびＢの復号に必要な情報を含む
下り制御情報を端末２０２に送信する（ステップ７０１）。これらのデータパケットおよ
び下り制御情報を受信した端末２０２は、サブフレームＴ＋４において、ＡＣＫ／ＮＡＫ
情報を基地局２０１に送信する（ステップ７０２）。
ステップ７０２にて送信されるＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、データパケットＡおよびＢ
のいずれもＡＣＫであった場合には、ＡおよびＢの送信は完了する。
図７（ａ）のように、データパケットＡおよびＢのいずれもＮＡＫであった場合には、基
地局２０１は、Ｔ＋４より後のあるサブフレームＴ’において、ステップ７０１と同様に
して、データパケットＡおよびＢを、ＭＣＷ－ＭＩＭＯにより端末２０２に再送し、同時
に下り制御情報を端末２０２に送信する（ステップ７０３ａ）。これらのデータパケット
および下り制御情報を受信した端末２０２は、サブフレームＴ’＋４において、ＡＣＫ／
ＮＡＫ情報を基地局２０１に送信する（ステップ７０４ａ）。
図７（ｂ）のように、データパケットＡまたはＢのいずれか一方がＮＡＫであった場合に
は、基地局２０１は、Ｔ＋４より後のあるサブフレームＴ”において、ＮＡＫとなったデ
ータパケットを、端末２０２に再送する。このとき、再送するデータパケットとは異なる
新規のデータパケットを、再送するデータパケットとともに、ＭＣＷ－ＭＩＭＯにより送
信しても良い。また、これらのデータパケットと同時に、当該データパケットの復号に必
要な下り制御情報を、端末２０２に送信する（ステップ７０３ｂ）。これらのデータパケ
ットおよび下り制御情報を受信した端末２０２は、サブフレームＴ”＋４において、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＫ情報を基地局２０１に送信する（ステップ７０４ｂ）。
【００２１】
図８に、二つのＨＡＲＱプロセスにおける下りデータパケット送信のシーケンス図を示す
。
まず、ＨＡＲＱプロセスＰ１では、あるサブフレームＴ１において、基地局２０１が、デ
ータパケットＡおよびＢを、ＭＣＷ－ＭＩＭＯにより端末２０２に送信し、同時に、Ａお
よびＢの復号に必要な情報を含む、一つの下り制御情報を、端末２０２に送信する（ステ
ップ８０１）。
なお、ここでは、ステップ８０１において、データパケットＡを第１データパケットとし
て第１レイヤで伝送し、データパケットＢを第２データパケットとして第２レイヤで伝送
するものとする。
ステップ８０１において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末２０２
は、サブフレームＴ１＋４において、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報を基地局２０１に送信する（ス
テップ８０３）。
一方、ＨＡＲＱプロセスＰ２では、サブフレームＴ１とは異なるサブフレームＴ２におい
て、基地局２０１が、データパケットＣおよびＤを、ＭＣＷ－ＭＩＭＯにより端末に送信
し、同時に、ＣおよびＤの復号に必要な情報を含む、一つの下り制御情報を、端末２０２
に送信する（ステップ８０２）。
なお、ここでは、ステップ８０２において、データパケットＣを第１データパケットとし
て第１レイヤで伝送し、データパケットＤを第２データパケットとして第２レイヤで伝送
するものとする。
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ステップ８０２において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末２０２
は、サブフレームＴ２＋４において、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報を基地局２０１に送信する（ス
テップ８０４）。
【００２２】
図９に、ステップ８０１および８０２にて送信される下り制御情報の例を示す。
図９（ａ）はステップ８０１にて送信される下り制御情報であり、プロセスＩＤがＰ１、
Ｓｗａｐが０、第１データパケットのＮＤＩが１、第１データパケットのＭＣＳおよびＲ
ＶがデータパケットＡに適用されるＭＣＳ番号およびＲＶ、第２データパケットのＮＤＩ
が１、第２データパケットのＭＣＳおよびＲＶがデータパケットＢに適用されるＭＣＳ番
号およびＲＶに、それぞれ設定されている。
図９（ｂ）はステップ８０２にて送信される下り制御情報であり、プロセスＩＤがＰ２、
Ｓｗａｐが０、第１データパケットのＮＤＩが１、第１データパケットのＭＣＳおよびＲ
ＶがデータパケットＣに適用されるＭＣＳ番号およびＲＶ、第２データパケットのＮＤＩ
が１、第２データパケットのＭＣＳおよびＲＶがデータパケットＤに適用されるＭＣＳ番
号およびＲＶに、それぞれ設定されている。
なお、図９（ａ）と（ｂ）ではリソース割当およびＰＭＩが同一の値となっているが、こ
れらは異なる値でも良い。
ステップ８０２または８０４のいずれかにて送信されるＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、２
つのデータパケットのいずれもＡＣＫであった場合には、該当するＨＡＲＱプロセスにお
けるデータパケット送信は完了する。このとき、他方のＨＡＲＱプロセスの動作は、対応
するＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、少なくとも１つのデータパケットについてＮＡＫであ
った場合には、ステップ７０３ａもしくは７０３ｂに従う。
次に、ステップ８０３にて送信されるＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、データパケットＡお
よびＢのいずれか一方がＡＣＫ、他方がＮＡＫであり、かつ、ステップ８０４にて送信さ
れるＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、データパケットＣおよびＤのいずれか一方がＡＣＫ、
他方がＮＡＫであった場合を考える。
ここでは仮に、データパケットＡおよびＣがＡＣＫ、ＢおよびＤがＮＡＫであったとする
。
この場合、基地局２０１は、ステップ８０３および８０４が完了した後のあるサブフレー
ムＴ３において、データパケットＢおよびＤを、ＭＣＷ－ＭＩＭＯにより端末に再送する
。
同時に、基地局２０１は、データパケットＢの復号に必要な情報を含む下り制御情報と、
データパケットＤの復号に必要な情報を含む下り制御情報を、端末２０２に送信する（ス
テップ８０５）。すなわち、ステップ８０５では、データパケットと二つの下り制御情報
を送信する。
なお、ここでは、ステップ８０５において、データパケットＢを第１レイヤで伝送し、デ
ータパケットＤを第２レイヤで伝送するものとする。
【００２３】
図１０に、ステップ８０５にて送信される二つの下り制御情報の例を示す。
図１０（ａ）では、プロセスＩＤがＰ１、Ｓｗａｐが１、第１データパケットのＮＤＩが
０、第２データパケットのＮＤＩが１、第２データパケットのＭＣＳおよびＲＶがデータ
パケットＢに適用されるＭＣＳ番号およびＲＶに、それぞれ設定されている。第１データ
パケットのＭＣＳおよびＲＶには、ダミーの値が設定されている。
図１０（ｂ）では、プロセスＩＤがＰ２、Ｓｗａｐが０、第１データパケットのＮＤＩが
０、第２データパケットのＮＤＩが１、第２データパケットのＭＣＳがデータパケットＤ
に適用されるＭＣＳ番号に、それぞれ設定されている。第１データパケットのＭＣＳおよ
びＲＶには、ダミーの値が設定されている。
なお、図１０（ａ）でデータパケットＢのＭＣＳ番号およびＲＶを第２データパケットの
フィールドに設定しているのは、ＬＴＥではＭＣＷ－ＭＩＭＯにおけるデータパケット番
号は新規送信時と再送時で同一にする必要があるためである。
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また、図１０（ａ）では、第２データパケットであるデータパケットＢを第１レイヤで送
信するために、Ｓｗａｐを１に設定している。図１０（ｂ）についても、同様の規則に従
ってデータパケット番号およびＳｗａｐの値が決定される。
図１０（ａ）および（ｂ）のリソース割当およびＰＭＩは、同一の値を設定する。
ステップ８０５において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末２０２
は、サブフレームＴ３＋４において、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報を基地局２０１に送信する（ス
テップ８０６）。
ステップ８０６では、２個のデータパケットの復号結果を表す２ビットのＡＣＫ／ＮＡＫ
情報が１個だけ送信される。
ここで、２ビットのＡＣＫ／ＮＡＫ情報の生成規則は以下の通りである。
ステップ８０５にて受信した下り制御情報のうち、下り制御チャネル番号の小さな下り制
御チャネルにより伝送されたものを参照して復号した再送パケットのＡＣＫまたはＮＡＫ
は、２ビットのＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の、当該パケットのデータパケット番号に対応す
るビットに設定される。
２ビットのＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の残りのビットには、もう一方の下り制御チャネルに
より伝送されたものを参照して復号した再送パケットのＡＣＫまたはＮＡＫが設定される
。
【００２４】
図１１に、ステップ８０５において図１０に示す下り制御情報およびデータパケットを受
信したときのＡＣＫ／ＮＡＫ情報の生成方法を模式的に示す。
図１０（ａ）を伝送する下り制御チャネル番号の方が小さいとすると、図１０（ａ）を参
照して復号されるデータパケットＢに該当する第２データパケットに対応するビットに、
データパケットＢのＡＣＫまたはＮＡＫが設定され、残りの第１データパケットに対応す
るビットに、データパケットＤのＡＣＫまたはＮＡＫが設定される。
【００２５】
なお、端末装置によっては、一つのサブフレームにおいて１個の下り制御情報しか受信し
ない可能性もある。
そのような端末装置における、ステップ８０５のデータパケットおよび２個の下り制御情
報の受信について、以下で説明する。
端末装置は、サブフレームＴ３において、下り制御チャネル番号の小さい順に、下り制御
チャネルの復号を試み、復号に成功した下り制御チャネルが存在すれば、その時点で下り
制御チャネルの復号処理を終了する。
次に、復号された１個の下り制御チャネルに含まれる下り制御情報を参照し、下り共有チ
ャネルにて伝送された２個のデータパケットの復号処理を行う。
このとき、参照される下り制御情報には、一方のデータパケットについては正しいＭＣＳ
およびＲＶが設定されているため、当該パケットの復号処理を行うことができる。
しかし、もう一方のデータパケットについてはダミーのＭＣＳおよびＲＶが設定されてい
るため、正しく復号処理を行うことができない。
この結果、正しいＭＣＳおよびＲＶが設定されているパケットについては、２ビットのＡ
ＣＫ／ＮＡＫ情報の中の当該パケット番号に対応するビットに、復号結果に応じてＡＣＫ
またはＮＡＫが設定される。
また、ダミーのＭＣＳおよびＲＶが設定されているパケットについては、２ビットのＡＣ
Ｋ／ＮＡＫ情報の中の当該パケット番号に対応するビットに、常にＮＡＫが設定される。
【００２６】
図１２に、ステップ８０５において図１０（ａ）に示すひとつの下り制御情報およびデー
タパケットを受信したときのＡＣＫ／ＮＡＫ情報の生成方法を模式的に示す。
図１０（ａ）を伝送する下り制御チャネル番号の方が小さいとすると、端末装置２０２で
は図１０（ａ）のみが参照され、データパケットＢのみ復号処理が行われる。
その結果、データパケットＢに該当する第２データパケットに対応するビットに、データ
パケットＢのＡＣＫまたはＮＡＫが設定され、残りの第１データパケットに対応するビッ
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トにはＮＡＫが設定される。
【００２７】
ここで、図１１と図１２を比較すると、２ビットのＡＣＫ／ＮＡＫ情報はいずれも、デー
タパケットＤについてのＡＣＫもしくはＮＡＫが、第１データパケットに対応するビット
に、またデータパケットＢについてのＡＣＫもしくはＮＡＫが、第２データパケットに対
応するビットに、それぞれ設定されている。
このため、２ビットのＡＣＫ／ＮＡＫ情報を受信した基地局装置２０１は、端末装置が一
つのサブフレームにおいて２個の下り制御情報を受信するか否かに関係なく、データパケ
ットＢおよびＤについて、次の再送動作を行うことができる。
【００２８】
３．装置構成及び動作フロー
以下、図８から図１１までに述べた動作を実現するための、基地局装置２０１および端末
装置２０２の構成と動作フローについて、図１３から図２０までを用いて説明する。
【００２９】
３－１．基地局
図１３は、基地局装置２０１の構成を示すブロック図である。
基地局装置２０１は、アンテナ１３００、ＲＦ処理部１３１０、物理層処理部１３２０、
Ｌ２処理部１３３０、上位層処理部１３４０、ネットワークインタフェース１３５０を備
える。
ＲＦ処理部１３１０は、搬送波帯の信号の変復調を行う処理部であり、例えば特許文献１
の図８におけるＲＦ処理部５０２と同じ構成をとることができる。
物理層処理部１３２０は、物理層においてベースバンド信号処理を行う処理部であり、少
なくとも下り制御チャネル送信処理部１３２１、下り共有チャネル送信処理部１３２２、
上り制御チャネル受信処理部１３２３を備える。
Ｌ２処理部１３３０は、ＯＳＩ参照モデルの第２層（データリンク層）における信号処理
を行う処理部であり、少なくとも、スケジューラ１３３１、送信バッファ１３３２および
ＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１３３３を備える。
上位層処理部１３４０は、ＯＳＩ参照モデルの第３層（ネットワーク層）以上の階層にお
ける信号処理を行う処理部である。
ネットワークインタフェース１３５０は、基地局装置２０１がネットワーク２０３に接続
された他の装置と通信を行うためのインタフェースである。
【００３０】
図１４に、スケジューラ１３３１の動作フローを示す。
スケジューラ１３３１は、サブフレーム毎に、自局に接続している端末の中から、スケジ
ューリング対象となる端末を選択する（ステップ１４０１）。
端末の選択方法としては、例えば非特許文献４に記載のプロポーショナル・フェアネス法
の適用が考えられる。
ステップ１４０１が完了すると、ステップ１４０１において選択された端末全てについて
、以下の動作を繰り返す。
まず、当該端末への下りデータパケット送信の際に適用するＭＣＳ（ステップ１４０２）
、ＭＩＭＯ適用の有無（ステップ１４０３）、プリコーディング行列(ステップ１４０４)
、および当該端末に割り当てるＲＢの周波数位置とＲＢ数（ステップ１４０５）を決定す
る。つまり、１４０５では、時間リソースは当該サブフレーム、周波数リソースは当該周
波数位置を割当てる。
これらの決定には、端末から通知されるチャネル品質や、ＭＩＭＯの空間多重度を表すラ
ンク情報を参照する。
次に、スケジューラ１３３１は、送信バッファが保持している送信待ちの当該端末宛デー
タパケットの中から、当該サブフレームにて送信するデータパケットを選択する（ステッ
プ１４０６）。
ステップ１４０６の処理の詳細については後述する。
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ステップ１４０６が完了すると、スケジューラ１３３１は、ステップ１４０２、１４０３
、１４０４および１４０５により決定したＭＣＳ、ＭＩＭＯ適用の有無、プリコーディン
グ行列およびＲＢを通知するための下り制御情報を生成し（ステップ１４０７）、物理層
処理部１３２０に通知する（ステップ１４０８）。
【００３１】
図１５に、ステップ１４０６におけるスケジューラ１３３１のデータパケット選択処理の
動作フローを示す。
なお、ここでは、ステップ１４０３によって、当該端末への下りデータパケット送信にＭ
ＩＭＯを適用することが決定されているものとする。
まず、スケジューラ１３３１は、当該端末宛の送信待ちデータパケットの中から、再送を
必要とするものを探索する（ステップ１５０１）。
ステップ１５０１の結果、再送を必要とする送信待ちデータパケット（以下、再送パケッ
ト）が存在しない場合には、当該端末宛に新規送信するデータパケットを選択し（ステッ
プ１５０２）、処理を終了する。
ステップ１５０１の結果、再送パケットが存在する場合には、その数が２個以上であるか
否かを判定し（ステップ１５０３）、その結果、再送パケットが１個の場合には、当該再
送パケットを選択し（ステップ１５０４）、処理を終了する。なお、ステップ１５０４で
は、さらに新規送信パケットを１個選択するようにしてもよい。
ステップ１５０３の結果、再送パケットが２個以上存在した場合には、これらの再送パケ
ットの間で優先度付けを行う（ステップ１５０５）。ここで、優先度付けは、新規送信を
行った時点からの経過時間が長いものほど優先度を高く設定してもよいし、パケットのデ
ータ量に基づいて優先度を設定してもよいし、パケットの種類に基づいて設定してもよい
。
次に、ステップ１５０５により優先度１位となった再送パケットを前回送信したときにＭ
ＩＭＯ多重された他の再送パケットが存在するか否かを判定し（ステップ１５０６）、存
在する場合には、当該再送パケット２個を選択し（ステップ１５０７）、処理を終了する
。
ステップ１５０６の結果、優先度１位の再送パケットを前回送信したときにＭＩＭＯ多重
された他の再送パケットが存在しない場合には、ステップ１５０５により優先度２位とな
った再送を前回送信したときにＭＩＭＯ多重された他の再送パケットが存在するか否かを
判定する（ステップ１５０８）。
ステップ１５０８の結果、優先度２位の再送パケットを前回送信したときにＭＩＭＯ多重
された他の再送パケットが存在する場合には、優先度１位および２位の再送パケットを１
回で再送できないため、優先度１位の再送パケット１個のみを選択し（ステップ１５０９
）、処理を終了する。
ステップ１５０８の結果、優先度２位の再送パケットを前回送信したときにＭＩＭＯ多重
された他の再送パケットが存在しない場合には、優先度１位および２位の再送パケットを
各１個ずつ選択し（ステップ１５１０）、処理を終了する。
このように、再送パケット間で優先度付けを行うことで、例えば、端末が受信すべきデー
タを優先的に再送することが可能となる。
【００３２】
図１６に、ステップ１４０７におけるスケジューラ１３３１の下り制御情報生成処理の動
作フローを示す。
スケジューラ１３３１は、まず第１の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用
するレイヤを選択し（ステップ１６０１）、当該データパケットに対応するパケット番号
（レイヤ番号）のＮＤＩを前回送信時と同じ値（再送）に（ステップ１６０２）、もう一
方のパケット番号（レイヤ番号）のＮＤＩを前回送信時の値をビット反転した値（新規）
に設定する（ステップ１６０３）。
ステップ１３３１において選択されたレイヤが、当該データパケットの新規送信に用いら
れたレイヤと同一である場合には、Ｓｗａｐの値を０とし（ステップ１６０４）、そうで
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ない場合にはＳｗａｐの値を１とする（ステップ１６０５）。
以上のようにして設定されたＳｗａｐ、およびステップ１４０２、１４０３、１４０４、
１４０５により決定された値（ＲＢ　ｉｎｄｅｘ、Ｐｒｏｃｅｓｓ　ＩＤ、ＭＣＳ、ＲＶ
、ＰＭＩ）を用いて、第１の下り制御情報を生成する（ステップ１６０６）。
次にスケジューラ１３３１は、ステップ１６０１において第１の再送プロセスの再送用と
して選択されなかったレイヤを、第２の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使
用するレイヤとし（ステップ１６０７）、当該データパケットに対応するパケット番号の
ＮＤＩを前回送信時と同じ値（再送）に（ステップ１６０８）、もう一方のパケット番号
のＮＤＩを前回送信時の値をビット反転した値（新規）に設定する（ステップ１６０９）
。
ステップ１６０７において選択されたレイヤが、当該データパケットの新規送信に用いら
れたレイヤと同一である場合には、Ｓｗａｐの値を０とし（ステップ１６１０）、そうで
ない場合にはＳｗａｐの値を１とする（ステップ１６１１）。
以上のようにして設定されたＳｗａｐ、およびステップ１４０２、１４０３、１４０４、
１４０５により決定された値（ＲＢ　ｉｎｄｅｘ、Ｐｒｏｃｅｓｓ　ＩＤ、ＭＣＳ、ＲＶ
、ＰＭＩ）を用いて、第２の下り制御情報を生成する（ステップ１６１２）。
【００３３】
３－２．端末
図１７は、端末装置２０２の構成を示すブロック図である。
端末装置２０２は、アンテナ１７００、ＲＦ処理部１７１０、物理層処理部１７２０、Ｌ
２処理部１７３０、上位層処理部１７４０を備える。
ＲＦ処理部１７１０は、搬送波帯の信号の変復調を行う処理部であり、例えば特許文献１
の図９におけるＲＦ処理部６０２と同じ構成をとることができる。
物理層処理部１７２０は、物理層においてベースバンド信号処理を行う処理部であり、少
なくとも下り制御チャネル受信処理部１７２１、下り共有チャネル受信処理部１７２２、
上り制御チャネル送信処理部１７２３を備える。
Ｌ２処理部１７３０は、ＯＳＩ参照モデルの第２層（データリンク層）における信号処理
を行う処理部であり、少なくともデータ再構成処理部１７３１およびＡＣＫ／ＮＡＫ判定
処理部１７３２を備える。
上位層処理部１７４０は、第３層（ネットワーク層）以上の階層における信号処理を行う
処理部である。
【００３４】
図１８に、下り制御チャネル受信処理部１７２１のサブフレーム毎の動作フローを示す。
下り制御チャネル受信処理部１７２１は、新たなサブフレームの処理を開始する際に、下
り制御チャネル受信数を０にリセットし（ステップ１８０１）、下り制御チャネルの復号
を試みる（ステップ１８０２）。
その結果、復号に成功した下り制御チャネルが存在した場合には、復号して得られた情報
が自宛の下り制御情報であると判断し、その内容を下り共有チャネル受信処理部１７２２
およびＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３２に通知し（ステップ１８０３）、下り制御チャ
ネル受信数に１を加える（ステップ１８０４）。
次いで、下り制御チャネル受信数が２であるか否かを判定し、１であればステップ１８０
２を繰り返す。
下り制御チャネル受信数が２の場合には、下り共有チャネル受信処理部およびＡＣＫ／Ｎ
ＡＫ判定処理部に下り制御チャネル受信数を通知し（ステップ１８０５）、処理を終了す
る。
ステップ１８０２の結果、復号に成功した下り制御チャネルが存在しない場合には、これ
までに得られているもの以外に自宛の下り制御情報が存在しないと判断し、ステップ１８
０５に進む。
【００３５】
図１９に、ステップ１８０３において下り制御チャネル受信部から下り制御チャネルの復



(20) JP 5271213 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

号結果を通知されたときの、下り共有チャネル受信処理部１７２２の動作フローを示す。
下り共有チャネル受信処理部１７２２は、新たなサブフレームの処理を開始する際に、下
り制御情報参照回数を０にリセットし（ステップ１９０１）、ステップ１８０３にて通知
された下り制御チャネルの復号結果を参照する（ステップ１９０２）。
ここで、下り制御チャネルの復号結果に含まれるＳｗａｐの値が０であった場合には、上
記復号結果に含まれる第１データパケットのＭＣＳ、ＮＤＩおよびＲＶを参照して（ステ
ップ１９０３ａ）、該当する下り共有チャネルの第１レイヤを復号し（ステップ１９０４
ａ）、その結果を第１データパケットの復号結果としてＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３
２に通知する（ステップ１９０５ａ）。次に、下り制御チャネルの復号結果に含まれる第
２データパケットのＭＣＳ、ＮＤＩおよびＲＶを参照して（ステップ１９０６ａ）、該当
する下り共有チャネルの第２レイヤを復号し（ステップ１９０７ａ）、その結果を第２デ
ータパケットの復号結果としてＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３２に通知する（ステップ
１９０８ａ）。
一方、下り制御チャネルの復号結果に含まれるＳｗａｐの値が１であった場合には、上記
復号結果に含まれる第２データパケットのＭＣＳ、ＮＤＩおよびＲＶを参照して（ステッ
プ１９０３ｂ）、該当する下り共有チャネルの第１レイヤを復号し（ステップ１９０４ｂ
）、その結果を第２データパケットの復号結果としてＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３２
に通知する（ステップ１９０５ｂ）。次に、下り制御チャネルの復号結果に含まれる第１
データパケットのＭＣＳ、ＮＤＩおよびＲＶを参照して（ステップ１９０６ｂ）、該当す
る下り共有チャネルの第２レイヤを復号し（ステップ１９０７ｂ）、その結果を第１デー
タパケットの復号結果としてＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３２に通知する（ステップ１
９０８ｂ）。
ステップ１９０８ａまたは１９０８ｂが完了すると、下り共有チャネル受信処理部１７２
２は、下り制御情報参照回数に１を加える（ステップ１９０９）。
次に、下り制御情報参照回数が、ステップ１８０５にて下り制御チャネル受信処理部１７
２１から通知された下り制御チャネル受信数と等しければ、処理を終了し、そうでなけれ
ばステップ１９０２に戻る。
【００３６】
図２０に、ＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３２の動作フローを示す。
ＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３２は、ステップ１８０５にて下り制御チャネル受信処理
部１７２１から通知された下り制御チャネル受信数を参照し（ステップ２００１）、その
値が２であれば、ステップ１８０３にて下り制御チャネル受信処理部１７２１から通知さ
れた第１の下り制御情報の第１データパケットのＮＤＩを参照し、第１データパケットが
再送パケットであるか否かを判定する（ステップ２００２）。
ステップ２００２の結果、第１データパケットが再送パケットであった場合には、下り共
有チャネル受信処理部１７２２から通知された第１データパケットの復号結果を参照し（
ステップ２００３）、復号成功であれば１、復号失敗であれば０を、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報
の中の第１データパケットの情報を表すビットに設定する（ステップ２００４）。
ステップ２００２の結果、第１データパケットが再送パケットでない場合には、
上記第１の下り制御情報の第２データパケットのＮＤＩを参照し、第２データパケットが
再送パケットであるか否かを判定する（ステップ２００５）。
ステップ２００５の結果、第２データパケットが再送パケットであった場合には、下り共
有チャネル受信処理部１７２２から通知された第２データパケットの復号結果を参照し（
ステップ２００６）、復号成功であれば１、復号失敗であれば０を、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報
の中の第２データパケットの情報を表すビットに設定する（ステップ２００７）。
ステップ２００４もしくは２００７を完了すると、次に、ステップ１８０３にて下り制御
チャネル受信処理部１７２１から通知された第２の下り制御情報の第１データパケットの
ＮＤＩを参照し、第１データパケットが再送パケットであるか否かを判定する（ステップ
２００８）。
ステップ２００８の結果、第１データパケットが再送パケットであった場合には、下り共



(21) JP 5271213 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

有チャネル受信処理部１７２２から通知された第１データパケットの復号結果を参照し（
ステップ２００９）、復号成功であれば１、復号失敗であれば０を、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報
の中の第２データパケットの情報を表すビットに設定する（ステップ２０１０）。
ステップ２００８の結果、第１データパケットが再送パケットでない場合には、上記第２
の下り制御情報の第２データパケットのＮＤＩを参照し、第２データパケットが再送パケ
ットであるか否かを判定する（ステップ２０１１）。
ステップ２０１１の結果、第２データパケットが再送パケットであった場合には、下り共
有チャネル受信処理部１７２２から通知された第２データパケットの復号結果を参照し（
ステップ２０１２）、復号成功であれば１、復号失敗であれば０を、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報
の中の第１データパケットの情報を表すビットに設定する（ステップ２０１３）。
ステップ２００５もしくは２０１１において、第２データパケットが再送パケットでない
場合には、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の第１データパケットの情報を表すビット、第２デー
タパケットの情報を表すビットともに０を設定する（ステップ２０１４）。
ステップ２００１の結果、下り制御チャネル受信数が１であった場合には、下り共有チャ
ネル受信処理部１７２２から通知された第１データパケットの復号結果を参照し（ステッ
プ２０１５）、復号成功であれば１、復号失敗であれば０を、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の
第１データパケットの情報を表すビットに設定する（ステップ２０１６）。
次に、下り共有チャネル受信処理部１７２２から通知された第２データパケットの復号結
果を参照し（ステップ２０１７）、復号成功であれば１、復号失敗であれば０を、ＡＣＫ
／ＮＡＫ情報の中の第２データパケットの情報を表すビットに設定する（ステップ２０１
８）。
ステップ２０１０、２０１３、２０１４、２０１８のいずれかが完了すると、これらのス
テップにより生成されたＡＣＫ／ＮＡＫ情報を、上り制御チャネル送信処理部１７２３に
通知し（ステップ２０１９）、処理を終了する。
【００３７】
　なお、ステップ２００１で、同一の無線リソースに対するスケジューリングを行う下り
制御チャネルが１個か２個かを判断するが、パケット＃１及び＃２が両方とも新規の場合
は、下り制御チャネルが１個になり、ステップ２０１５～２０１８に進む。そのため、下
り制御チャネルが２個で、かつパケット＃１及び＃２がともに新規であった場合は、異常
ケースと判断し、ステップ２０１４で、＃１及び＃２ともＮＡＫにする。
【００３８】
上り制御チャネル送信処理部１７２３は、ＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部から通知されたＡＣ
Ｋ／ＮＡＫ情報に対し、誤り訂正符号化および変調処理を行う。
これらの処理が施されたＡＣＫ／ＮＡＫ情報は、上り制御チャネルにより、ＲＦ処理部１
７１１を経由して基地局装置２０１に送信される。
【００３９】
端末装置２０２から上り制御チャネルを受信した基地局装置２０１は、上り制御チャネル
受信処理部１３２３において、受信した上り制御チャネルを復号し、その結果得られるＡ
ＣＫ／ＮＡＫ情報を、ＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１３３３に通知する。
ＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１３３３は、通知されたＡＣＫ／ＮＡＫ情報を参照し、ＡＣＫ
を通知されたデータパケットを送信待ち行列から削除する。
【００４０】
本実施の形態は、各々のＨＡＲＱプロセスにおいて２個のデータパケットを送信し、その
うちの１個のみ再送が必要になった場合に、それらの再送を一つのＭＣＷ－ＭＩＭＯ伝送
に集約することを可能にする。これにより、ＭＣＷ－ＭＩＭＯにより伝送されるパケット
の再送に必要な時間方向のリソース量を半分程度に削減し、リソース利用効率の向上を図
ることができる。
また、本発明の送受信方式をサポートしない端末に対しても、ＭＣＷ－ＭＩＭＯで伝送さ
れた２個のデータパケットのうちの１個は復号可能であり、かつ上記２個のデータパケッ
トの再送処理の継続が可能である。なお、本実施の形態は、再送プロセスが２個以上存在
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するものであれば、通信方式に関してＭＣＷ－ＭＩＭＯ、ＳＩＳＯ、ＳＣＷ－ＭＩＭＯに
限るものではなく、再送方式に関してＨＡＲＱに限るものではない。
【００４１】
Ｂ．第２の実施の形態
 
本発明を適用した第２の実施の形態について、図２１から図２６を用いて説明する。
【００４２】
第２の実施の形態は、第１の実施の形態と比較して、図１に示した、基地局装置２０１、
端末装置２０２およびネットワーク２０３からなる全体構成、およびそれらの機器の内部
構成は同じであるが、基地局装置２０１および端末装置２０２の動作、および基地局装置
２０１と端末装置２０２との間で送受信される情報が異なっている。
【００４３】
１．下り制御情報及び送信シーケンス
図２１に、二つのＨＡＲＱプロセスにおける下りデータパケット送信のシーケンス図を示
す。
図２１は、図８と比較して、ステップ８０３にて送信されるＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が
、ＭＣＷ－ＭＩＭＯにより伝送される２個のデータパケットのいずれか一方がＡＣＫ、他
方がＮＡＫであり、かつ、ステップ８０４にて送信されるＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容が、
ＭＣＷ－ＭＩＭＯにより伝送される２個のデータパケットのいずれか一方がＡＣＫ、他方
がＮＡＫであった場合のシーケンスが異なっている。
【００４４】
ここでは仮に、図２１の下り制御情報とともにデータパケットＡおよびＢ、ＣおよびＤを
、それぞれ別々のＨＡＲＱプロセスでＭＣＷ－ＭＩＭＯにより伝送し、データパケットＡ
およびＤがＡＣＫ、ＢおよびＣがＮＡＫであったとする。
この場合、基地局２０１は、ステップ８０３および８０４が完了した後のあるサブフレー
ムＴ３において、データパケットＢおよびＣを、ＭＣＷ－ＭＩＭＯにより端末２０２に再
送する。
同時に、基地局２０１は、ＢおよびＣの復号に必要な情報を含む一つの下り制御情報を、
端末２０２に送信する（ステップ２１０１）。すなわち、ステップ２１０１では、データ
パケットと一つの下り制御情報を送信する。
なお、ステップ２１０１では、データパケットＢを第２レイヤで伝送し、データパケット
Ｃを第１レイヤで伝送するものとする。
【００４５】
図２２に、ステップ２１０１にて送信される下り制御情報の例を示す。
図２２では、Ｓｗａｐが０、第１データパケットのＮＤＩが１、第１データパケットのプ
ロセスＩＤがＰ２、第１データパケットのＭＣＳおよびＲＶがデータパケットＣに適用さ
れるＭＣＳ番号およびＲＶ、第２データパケットのＮＤＩが１、第２データパケットのプ
ロセスＩＤがＰ１、第２データパケットのＭＣＳおよびＲＶがデータパケットＢに適用さ
れるＭＣＳ番号およびＲＶに、それぞれ設定されている。
図２２は、図１０と比較して、プロセスＩＤを２個のデータパケットそれぞれについて指
定する点が異なる。
【００４６】
ステップ２１０１において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末２０
２は、サブフレームＴ３＋４において、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報を基地局２０１に送信する（
ステップ２１０２）。
【００４７】
ステップ２１０２では、二つのデータパケットの復号結果を表す２ビットのＡＣＫ／ＮＡ
Ｋ情報が一つだけ送信される。
ここで、２ビットのＡＣＫ／ＮＡＫ情報は、ステップ２１０１にて端末装置２０１が受信
した下り制御情報のパケット番号に対応したビットに、該当するデータパケットのＡＣＫ
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もしくはＮＡＫが設定される。
【００４８】
２．装置構成及び動作フロー
次に、本実施の形態において上記に述べた動作を実現するための、基地局装置２０１およ
び端末装置２０２の動作フローについて、図２３から図２６までを用いて説明する。
【００４９】
基地局装置２０１の構成は図１３と同一であり、その中のスケジューラ１３３１の動作フ
ローは図１４と同一であるが、ステップ１４０７における下り制御情報生成処理の動作が
図１６と異なる。
【００５０】
図２３に、ステップ１４０７におけるスケジューラ１３３１の下り制御情報生成処理の動
作フローを示す。
スケジューラ１３３１は、第１の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用する
レイヤを選択し（ステップ２３０１）、当該データパケットに対応するパケット番号のＮ
ＤＩを前回送信時と同じ値に設定する（ステップ２３０２）。
また、ステップ２３０１において第１の再送プロセスの再送用として選択されなかったレ
イヤを、第２の再送プロセスにおけるデータパケットの再送に使用するレイヤとし（ステ
ップ２３０３）、当該データパケットに対応するパケット番号のＮＤＩを前回送信時と同
じ値に設定する（ステップ２３０４）。
ステップ２３０１および２３０３にて決定されたレイヤが、いすれも当該データパケット
の新規送信に用いられたレイヤと同一である場合には、Ｓｗａｐの値を０とする（ステッ
プ２３０５）。
また、ステップ２３０１および２３０３にて決定されたレイヤが、いすれも当該データパ
ケットの新規送信に用いられたレイヤと異なる場合には、Ｓｗａｐの値を１とする（ステ
ップ２３０６）。
ステップ２３０５、２３０６のいずれかが完了すると、これらのステップにて設定された
Ｓｗａｐ、およびステップ１４０２、１４０３、１４０４、１４０５（ＲＢ　ｉｎｄｅｘ
、Ｐｒｏｃｅｓｓ　ＩＤ、ＭＣＳ、ＲＶ、ＰＭＩ）により決定された値を用いて、１個の
下り制御情報を生成する（ステップ２３０７）。
なお、ステップ２３０１および２３０３において決定されたレイヤが、第１および第２の
再送プロセスにおいて再送されるデータパケットのいずれか一方のみについて、当該デー
タパケットの新規送信に用いられたレイヤと異なり、他方のデータパケットについては当
該データパケットの新規送信に用いられたレイヤと同一である場合には、本実施の形態の
方式では対応することができないため、第１の実施の形態と同様に、２個の制御情報を生
成する（ステップ２３０８）。
【００５１】
一方、端末装置２０２については、構成は図１７と同一であるが、下り制御チャネル受信
処理部１７２１、下り共有チャネル受信処理部１７２２およびＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部
１７３２の動作が、第１の実施の形態と異なっている。
【００５２】
図２４に、下り制御チャネル受信処理部１７２１のサブフレーム毎の動作フローを示す。
下り制御チャネル受信処理部１７２１は、新たなサブフレームが開始されると、下り制御
チャネルの復号を試みる（ステップ２４０１）。
その結果、復号に成功した下り制御チャネルが存在した場合には、復号して得られた情報
が自宛の下り制御情報であると判断し、その内容を下り共有チャネル受信処理部１７２２
およびＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３２に通知して（ステップ２４０２）、処理を終了
する。
ステップ２４０１の結果、復号に成功した下り制御チャネルが存在しない場合には、自宛
の下り制御情報が存在しないと判断し、処理を終了する。
【００５３】
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図２５に、ステップ１８０３において下り制御チャネル受信部から下り制御チャネルの復
号結果を通知されたときの、下り共有チャネル受信処理部１７２２の動作フローを示す。
下り共有チャネル受信処理部１７２２は、新たなサブフレームが開始されると、ステップ
１８０３にて通知された下り制御チャネルの復号結果を参照する（ステップ２５０１）。
以降、ステップ１９０８ａもしくは１９０８ｂが完了するまでの動作は、図１９と同じで
ある。
ステップ１９０８ａもしくは１９０８ｂが完了すると、下り共有チャネル受信処理部１７
２２は処理を終了する。
【００５４】
図２６に、ＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３２の動作フローを示す。
ＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３２は、下り共有チャネル受信処理部１７２２から通知さ
れた第１データパケットの復号結果を参照し（ステップ２６０１）、復号成功であれば１
、復号失敗であれば０を、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報の中の第１データパケットの情報を表すビ
ットに設定する（ステップ２６０２）。
次に、下り共有チャネル受信処理部１７２２から通知された第２データパケットの復号結
果を参照し（ステップ２６０３）、復号成功であれば１、復号失敗であれば０を、ＡＣＫ
／ＮＡＫ情報の中の第２データパケットの情報を表すビットに設定し（ステップ２６０４
）、処理を終了する。
【００５５】
本実施の形態は、第１の実施の形態と比較して、複数のＨＡＲＱプロセスの再送を集約し
てＭＣＷ－ＭＩＭＯ伝送を行う際にも、基地局から端末に送信する下り制御情報は一つで
良いため、制御情報の伝送によるオーバヘッドを低減することができる。なお、本実施の
形態は、再送プロセスが２個以上存在するものであれば、通信方式に関してＭＣＷ－ＭＩ
ＭＯ、ＳＩＳＯ、ＳＣＷ－ＭＩＭＯに限るものではなく、再送方式に関してＨＡＲＱに限
るものではない。
【００５６】
Ｃ．第３の実施の形態
 
本発明を適用した第３の実施の形態について、図２７から図３１を用いて説明する。
【００５７】
第３の実施の形態は、第１の実施の形態と比較して、図１に示した、基地局装置２０１、
端末装置２０２およびネットワーク２０３からなる全体構成、およびそれらの機器の内部
構成は同じであるが、基地局装置２０１の動作、および基地局装置２０１と端末装置２０
２との間で送受信される情報が異なっている。
【００５８】
１．下り制御情報及び送信シーケンス
図２７に、二つのＨＡＲＱプロセスにおける下りデータパケット送信のシーケンス図を示
す。
まず、ＨＡＲＱプロセスＰ１では、あるサブフレームＴ１において、基地局２０１はデー
タパケットＡを端末２０２に送信し、同時に、データパケットＡの復号に必要な情報を含
む、一つの下り制御情報を、端末２０２に送信する（ステップ２７０１）。
ステップ２７０１において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末２０
２は、サブフレームＴ１＋４において、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報を基地局２０１に送信する（
ステップ２７０３）。
一方、ＨＡＲＱプロセスＰ２では、サブフレームＴ１とは異なるサブフレームＴ２におい
て、基地局２０１は端末２０２に対し、データパケットＢを端末２０２に送信し、同時に
、データパケットＢの復号に必要な情報を含む、一つの下り制御情報を、端末２０２に送
信する（ステップ２７０２）。
ステップ２７０２において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末２０
２は、サブフレームＴ２＋４において、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報を基地局２０１に送信する（
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ステップ２７０４）。
図２８に、ステップ２７０１および２７０２にて送信される下り制御情報の例を示す。
図２８（ａ）はステップ２７０１にて送信される下り制御情報であり、プロセスＩＤがＰ
１、ＮＤＩが１、ＭＣＳおよびＲＶがデータパケットＡに適用されるＭＣＳ番号およびＲ
Ｖに、それぞれ設定されている。
図２８（ｂ）はステップ２７０２にて送信される下り制御情報であり、プロセスＩＤがＰ
２、ＮＤＩが１、ＭＣＳおよびＲＶがデータパケットＢに適用されるＭＣＳ番号およびＲ
Ｖに、それぞれ設定されている。
なお、図２８（ａ）と（ｂ）ではリソース割当が同一の値となっているが、これらは異な
る値でも良い。
ステップ２７０３および２７０４にて送信されるＡＣＫ／ＮＡＫ情報の内容がいずれもＮ
ＡＫであった場合、基地局２０１は、ステップ２７０３および２７０４が完了した後のあ
るサブフレームＴ３において、データパケットＡおよびＢを、ＭＣＷ－ＭＩＭＯにより端
末２０２に再送する。
同時に、基地局２０１は、Ａの復号に必要な情報を含む下り制御情報と、Ｂの復号に必要
な情報を含む下り制御情報とを、端末２０２に送信する（ステップ２７０５）。すなわち
、ステップ２７０５では、データパケットと二つの下り制御情報を送信する。
なお、ステップ２７０５では、データパケットＡを第１レイヤで伝送し、データパケット
Ｂを第２レイヤで伝送するものとする。
図２９に、ステップ２７０５にて送信される二つの下り制御情報の例を示す。
図２９（ａ）では、プロセスＩＤがＰ１、Ｓｗａｐが０、第１データパケットのＮＤＩが
１、第１データパケットのＭＣＳおよびＲＶがデータパケットＡに適用されるＭＣＳ番号
およびＲＶ、第２データパケットのＮＤＩが０に、それぞれ設定されている。第２データ
パケットのＭＣＳおよびＲＶには、ダミーの値が設定されている。
図２９（ｂ）では、プロセスＩＤがＰ２、Ｓｗａｐが０、第１データパケットのＮＤＩが
０、第２データパケットのＮＤＩが１、第２データパケットのＭＣＳがデータパケットＢ
に適用されるＭＣＳ番号に、それぞれ設定されている。第１データパケットのＭＣＳおよ
びＲＶには、ダミーの値が設定されている。
図２９（ａ）および（ｂ）のリソース割当およびＰＭＩは、同一の値を設定する。
ステップ２７０５において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末２０
２は、サブフレームＴ３＋４において、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報を基地局２０１に送信する（
ステップ２７０６）。
ステップ２７０６では、２個のデータパケットの復号結果を表す２ビットのＡＣＫ／ＮＡ
Ｋ情報が１個だけ送信される。
ここで、２ビットのＡＣＫ／ＮＡＫ情報の生成規則は、第１の実施の形態におけるステッ
プ８０６とは異なり、二つの下り制御情報を参照して第１データパケットおよび第２デー
タパケットを復号した結果を、そのまま対応するビットに設定する。
【００５９】
２．装置構成及び動作フロー
図２７から図２９までに述べた動作を実現するための、基地局装置２０１および端末装置
２０２の構成は、第１の実施の形態と同じである。
また、各構成要素の動作フローは、基地局装置２０１のスケジューラ１３３１における下
り制御情報生成処理、および端末装置２０２のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３２の動作
が異なる以外は、第１の実施の形態と同一である。
【００６０】
図３０に、基地局装置２０１のスケジューラ１３３１における下り制御情報生成処理の動
作フローを示す。
スケジューラ１３３１は、第１の再送プロセスにおける再送パケットを第１データパケッ
ト、第２の再送プロセスにおける再送パケットを第２データパケットとする。
その上で、第１データパケットのＮＤＩを前回送信時と同じ値に、第２データパケットの
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ＮＤＩを初期値（１又は０）に設定し（ステップ３００１、３００２）、次いで再送に使
用するレイヤを決定する（ステップ３００３）。
ステップ３００３において決定されたレイヤが第１レイヤである場合にはＳｗａｐの値を
０とし（ステップ３００４）、そうでない場合にはＳｗａｐの値を１とする（ステップ３
００５）。
以上のようにして設定されたＮＤＩとＳｗａｐ、およびステップ１４０２、１４０３、１
４０４、１４０５により決定された値を用いて、第１の下り制御情報を生成する（ステッ
プ３００６）。
次にスケジューラ１３３１は、第１データパケットのＮＤＩを初期値（１又は０）に、第
２データパケットのＮＤＩを前回送信時と同じ値に設定し（ステップ３００７、３００８
）、ステップ３００３において第１データパケットの再送用として選択されなかったレイ
ヤを、第２データパケットの再送に使用するレイヤとする（ステップ３００９）。
ステップ３００９において決定されたレイヤが第２レイヤである場合にはＳｗａｐの値を
０とし（ステップ３０１０）、そうでない場合にはＳｗａｐの値を１とする（ステップ３
０１１）。
以上のようにして設定されたＮＤＩとＳｗａｐ、およびステップ１４０２、１４０３、１
４０４、１４０５により決定された値を用いて、第２の下り制御情報を生成する（ステッ
プ３０１２）。
【００６１】
端末装置２０２のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部１７３２の動作フローは、第１の実施の形態
と同様である（図２０及びその説明箇所参照）。
【００６２】
本実施の形態は、各々のＨＡＲＱプロセスにおいて１個のデータパケットを送信している
場合に、それらの再送を一つのＭＣＷ－ＭＩＭＯ伝送に集約することを可能にする。これ
により、ＳＩＳＯやＳＣＷ－ＭＩＭＯにより伝送されるパケットの再送に必要な時間方向
のリソース量を半分程度に削減し、リソース利用効率の向上を図ることができる。なお、
本実施の形態は、再送プロセスが２個以上存在するものであれば、通信方式に関してＭＣ
Ｗ－ＭＩＭＯ、ＳＩＳＯ、ＳＣＷ－ＭＩＭＯに限るものではなく、再送方式に関してＨＡ
ＲＱに限るものではない。
【００６３】
Ｄ．第４の実施の形態
 
本発明を適用した第４の実施の形態について、図３１から図３４を用いて説明する。
第４の実施の形態は、第１の実施の形態と比較して、図１に示した、基地局装置２０１、
端末装置２０２およびネットワーク２０３からなる全体構成、およびそれらの機器の内部
構成は同じであるが、基地局装置２０１の動作、および基地局装置２０１と端末装置２０
２との間で送受信される情報が異なっている。
【００６４】
図３２に、本実施の形態における無線区間の物理チャネルを示す。
本実施の形態では、周波数の異なる搬送波Ｘおよび搬送波Ｙを使用し、各々の搬送波にお
いて、例えばＬＴＥと同じ方式で伝送を行うことにより、ＬＴＥのシステム帯域を２倍に
するのと同じ効果を実現する。なお、本実施例ではシステム帯域が２倍の場合、つまり搬
送波が２つの場合を例としているが、システム帯域が３倍以上の場合にも当然本実施例は
適用可能である。
搬送波Ｘのリソースブロックには、１０１、１０２、・・・の識別番号が付与されている
。また、搬送波Ｙのリソースブロックには、２０１、２０２、・・・の識別番号が付与さ
れている。
なお、上記の２本の搬送波は、必ずしも同一の周波数帯にある必要はなく、例えば８００
ＭＨｚ帯と２ＧＨｚ帯の搬送波を１本ずつ使用することも可能である。ただし、その場合
には、基地局装置２０１のＲＦ信号処理部１３１０が、両方の周波数帯に対応している必
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要がある。
ここで、基地局装置２０１が、図３２の搬送波ＸにてパケットＡおよびＢを、また搬送波
ＹにてパケットＣおよびＤを、それぞれＭＩＭＯにより多重化して送信する場合を考える
。ここで、搬送派Ｘにてパケットを送信する際に使用するＨＡＲＱプロセスＩＤと、搬送
派Ｙにてパケットを送信する際に使用するＨＡＲＱプロセスＩＤとは重複することが無い
ように設定する。
例えば、、基地局２０１は、パケットＡおよびＢの送信に使用するＨＡＲＱプロセスとし
てＰ１を割り当てる。また、パケットＣおよびＤの送信に使用するＨＡＲＱプロセスとし
て、Ｐ１とは異なるＰ２を割り当てる。
図３３に、二つのＨＡＲＱプロセスにおける下りデータパケット送信のシーケンス図を示
す。
図３３のステップ３３０１から３３０４までは、それぞれ図８のステップ８０１から８０
４までに対応する。
【００６５】
図３４に、ステップ３３０１および３３０２にて送信される下り制御情報の例を示す。
図３４（ａ）はステップ３３０１にて送信される下り制御情報であり、リソースブロック
が１０１、プロセスＩＤがＰ１、Ｓｗａｐが０、第１データパケットのＮＤＩが１、第１
データパケットのＭＣＳおよびＲＶがデータパケットＡに適用されるＭＣＳ番号およびＲ
Ｖ、第２データパケットのＮＤＩが１、第２データパケットのＭＣＳおよびＲＶがデータ
パケットＢに適用されるＭＣＳ番号およびＲＶに、それぞれ設定されている。
図３４（ｂ）はステップ３３０２にて送信される下り制御情報であり、リソースブロック
が２０１、プロセスＩＤがＰ２、Ｓｗａｐが０、第１データパケットのＮＤＩが１、第１
データパケットのＭＣＳおよびＲＶがデータパケットＣに適用されるＭＣＳ番号およびＲ
Ｖ、第２データパケットのＮＤＩが１、第２データパケットのＭＣＳおよびＲＶがデータ
パケットＤに適用されるＭＣＳ番号およびＲＶに、それぞれ設定されている。
【００６６】
次に、ステップ３３０３およびステップ３３０４において、データパケットＡおよびＣが
ＡＣＫ、ＢおよびＤがＮＡＫであったとする。
この場合、基地局２０１は、ステップ３３０５にて、データパケットＢおよびＤを、ＭＣ
Ｗ－ＭＩＭＯにより多重化して端末に再送する。同時に、基地局２０１は、Ｂの復号に必
要な情報を含む下り制御情報と、Ｄの復号に必要な情報を含む下り制御情報を、端末２０
２に送信する。
なお、ここでは、ステップ３３０５において、搬送波Ｘを使用し、データパケットＢを第
１レイヤで伝送し、データパケットＤを第２レイヤで伝送するものとする。
図３１に、ステップ３３０５にて送信される二つの下り制御情報の例を示す。
図３１（ａ）では、リソースブロックが１０１、プロセスＩＤがＰ１、Ｓｗａｐが１、第
１データパケットのＮＤＩが０、第２データパケットのＮＤＩが１、第２データパケット
のＭＣＳおよびＲＶがデータパケットＢに適用されるＭＣＳ番号およびＲＶに、それぞれ
設定されている。第１データパケットのＭＣＳおよびＲＶには、ダミーの値が設定されて
いる。
図３１（ｂ）では、リソースブロックが１０１、プロセスＩＤがＰ２、Ｓｗａｐが０、第
１データパケットのＮＤＩが０、第２データパケットのＮＤＩが１、第２データパケット
のＭＣＳがデータパケットＤに適用されるＭＣＳ番号に、それぞれ設定されている。第１
データパケットのＭＣＳおよびＲＶには、ダミーの値が設定されている。
【００６７】
ステップ３３０５において上記のデータパケットおよび下り制御情報を受信した端末２０
２は、サブフレームＴ３＋４において、ＡＣＫ／ＮＡＫ情報を基地局２０１に送信する（
ステップ３３０６）。
ステップ３３０６にて送信されるＡＣＫ／ＮＡＫ情報は、ステップ８０６で送信されるも
のと同様の規則により生成される。
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【００６８】
上記に述べた動作を実現するための、基地局装置２０１および端末装置２０２の動作フロ
ーは、第１の実施の形態において図１４から図２０までを用いて説明した動作と同様であ
る。
【００６９】
本実施の形態は、複数の搬送波を使用するシステムにおいて、異なる搬送波で送信されて
いるデータどうしを多重化することにより、周波数利用効率の向上を図ることができる。
なお、本実施の形態は、複数の搬送波を使用するシステムであれば、ＬＴＥのシステムに
限るものではない。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
本発明はＬＴＥ規格、ＭＣＷ－ＭＩＭＯ、ＨＡＲＱに限定されるものではなく、例えば、
ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ規格やＷｉＭＡＸ規格等の各種の通信方式及び／又は再送方式
に適用することができる。
【符号の説明】
【００７１】
２０１ａ　基地局装置
２０１ｂ　基地局装置
２０２ａ　端末装置
２０２ｂ　端末装置
２０３　ネットワーク
７０１　基地局が２個の下りデータパケットを空間多重して端末に新規送信するステップ
７０２　端末が新規送信された２個の下りデータパケットに対するＡＣＫ／ＮＡＫを基地
局に送信するステップ
７０３ａ　基地局が２個の下りデータパケットを空間多重して端末に再送するステップ
７０３ｂ　基地局が１個の下りデータパケットを端末に再送するステップ
７０４ａ　端末が再送された２個の下りデータパケットに対するＡＣＫ／ＮＡＫを基地局
に送信するステップ
７０４ｂ　端末が再送された１個の下りデータパケットに対するＡＣＫ／ＮＡＫを基地局
に送信するステップ
８０１　基地局が第１のＨＡＲＱプロセスに属する２個の下りデータパケットを空間多重
して端末に新規送信するステップ
８０２　基地局が第２のＨＡＲＱプロセスに属する２個の下りデータパケットを空間多重
して端末に新規送信するステップ
８０３　端末が新規送信された第１のＨＡＲＱプロセスに属する２個の下りデータパケッ
トに対するＡＣＫ／ＮＡＫを基地局に送信するステップ
８０４　端末が新規送信された第２のＨＡＲＱプロセスに属する２個の下りデータパケッ
トに対するＡＣＫ／ＮＡＫを基地局に送信するステップ
８０５　基地局が第１および第２のＨＡＲＱプロセスに属する２個の下りデータパケット
を端末に再送するステップ
８０６　端末が再送された２個の下りデータパケットに対するＡＣＫ／ＮＡＫを基地局に
送信するステップ
１３００　基地局のアンテナ
１３１０　基地局のＲＦ信号処理部
１３２０　基地局の物理層処理部
１３２１　基地局の下り制御チャネル送信処理部
１３２２　基地局の下り共有チャネル送信処理部
１３２３　基地局の上り制御チャネル受信処理部
１３３０　基地局のＬ２処理部
１３３１　基地局のスケジューラ
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１３３２　基地局の送信バッファ
１３３３　基地局のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部
１３４０　基地局の上位層処理部
１３５０　基地局のネットワークインタフェース
１４０１　基地局のスケジューラがスケジューリング対象端末を選択するステップ
１４０２　基地局のスケジューラが下りデータパケット伝送に適用するＭＣＳを決定する
ステップ
１４０３　基地局のスケジューラが下りデータパケット伝送へのＭＩＭＯ適用の有無を決
定するステップ
１４０４　基地局のスケジューラが下りデータパケット伝送に適用するプリコーディング
行列を決定するステップ
１４０５　基地局のスケジューラが下りデータパケット伝送に使用する周波数リソースを
決定するステップ
１４０６　基地局のスケジューラが下りデータパケット伝送の対象とするデータパケット
を選択するステップ
１４０７　基地局のスケジューラが下り制御情報を生成するステップ
１４０８　基地局のスケジューラが物理層処理部に下り制御情報を通知するステップ
１５０１　基地局のスケジューラが再送パケットを探索するステップ
１５０２　基地局のスケジューラが新規送信パケットを選択するステップ
１５０３　基地局のスケジューラが再送パケット数が１より多いか否かを判定するステッ
プ
１５０４　基地局のスケジューラが１個のみ存在する再送パケットを選択するステップ
１５０５　基地局のスケジューラが２個以上存在する再送パケットの優先度付けを行うス
テップ
１５０６　基地局のスケジューラが優先度１位の再送パケットの前回送信時にＭＩＭＯ多
重された他の再送パケットが存在するか否かを判定するステップ
１５０７　基地局のスケジューラが優先度１位の再送パケットおよびそれにＭＩＭＯ多重
された再送パケットを選択するステップ
１５０８　基地局のスケジューラが優先度２位の再送パケットの前回送信時にＭＩＭＯ多
重された他の再送パケットが存在するか否かを判定するステップ
１５０９　基地局のスケジューラが優先度１位のの再送パケットを選択するステップ
１５１０　基地局のスケジューラが優先度１位の再送パケットと優先度２位の再送パケッ
トを選択するステップ
１６０１　基地局のスケジューラが第１の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使
用するレイヤを選択するステップ
１６０２　基地局のスケジューラが第１の再送プロセスに属する再送パケットのに対応す
るパケット番号のＮＤＩを前回送信時と同じ値に設定するステップ
１６０３　基地局のスケジューラが第１の再送プロセスに属する再送パケットと異なるパ
ケット番号のＮＤＩを前回送信時の値をビット反転した値に設定するステップ
１６０４　基地局のスケジューラがＳｗａｐを０に設定するステップ
１６０５　基地局のスケジューラがＳｗａｐを１に設定するステップ
１６０６　基地局のスケジューラが第１の下り制御情報を生成するステップ
１６０７　基地局のスケジューラが第２の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使
用するレイヤを選択するステップ
１６０８　基地局のスケジューラが第２の再送プロセスに属する再送パケットのに対応す
るパケット番号のＮＤＩを前回送信時と同じ値に設定するステップ
１６０９　基地局のスケジューラが第２の再送プロセスに属する再送パケットと異なるパ
ケット番号のＮＤＩを前回送信時の値をビット反転した値に設定するステップ
１６１０　基地局のスケジューラがＳｗａｐを０に設定するステップ
１６１１　基地局のスケジューラがＳｗａｐを１に設定するステップ
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１６１２　基地局のスケジューラが第２の下り制御情報を生成するステップ
１７００　端末のアンテナ
１７１０　端末のＲＦ信号処理部
１７２０　端末の物理層処理部
１７２１　端末の下り制御チャネル受信処理部
１７２２　端末の下り共有チャネル受信処理部
１７２３　端末の上り制御チャネル送信処理部
１７３０　端末のＬ２処理部
１７３１　端末のデータ再構成処理部
１７３２　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部
１７４０　端末の上位層処理部
１８０１　端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネル受信数を０に設定する
ステップ
１８０２　端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネルを復号するステップ
１８０３　端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネルの復号結果を下り共有
チャネル受信処理部およびＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部に通知するステップ
１８０４　端末の下り制御チャネル受信処理部が保持している下り制御チャネル受信数の
値に１を加えるステップ
１８０５　端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネルの受信数を下り共有チ
ャネル受信処理部およびＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部に通知するステップ
１９０１　端末の下り共有チャネル受信処理部が下り制御情報参照回数を０に設定するス
テップ
１９０２　端末の下り共有チャネル受信処理部が下り制御情報チャネルの復号結果を参照
するステップ
１９０３ａ　端末の下り共有チャネル受信処理部が第１パケットの復号のための情報を参
照するステップ
１９０３ｂ　端末の下り共有チャネル受信処理部が第２パケットの復号のための情報を参
照するステップ
１９０４ａ　端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第１レイヤを復号
するステップ
１９０４ｂ　端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第１レイヤを復号
するステップ
１９０５ａ　端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第１レイヤの復号
結果をＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部に通知するステップ
１９０５ｂ　端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第１レイヤの復号
結果をＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部に通知するステップ
１９０６ａ　端末の下り共有チャネル受信処理部が第２パケットの復号のための情報を参
照するステップ
１９０６ｂ　端末の下り共有チャネル受信処理部が第１パケットの復号のための情報を参
照するステップ
１９０７ａ　端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第２レイヤを復号
するステップ
１９０７ｂ　端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第２レイヤを復号
するステップ
１９０８ａ　端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第２レイヤの復号
結果をＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部に通知するステップ
１９０８ｂ　端末の下り共有チャネル受信処理部が下り共有チャネルの第２レイヤの復号
結果をＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部に通知するステップ
１９０９　端末の下り共有チャネル受信処理部が保持している下り制御情報参照回数の値
に１を加えるステップ
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２００１　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が下り制御チャネル受信数を参照するステッ
プ
２００２　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第１パケットが再送パケットであるか否か
を判定するステップ
２００３　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第１パケットの復号結果を参照するステッ
プ
２００４　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第１パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
２００５　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第２パケットが再送パケットであるか否か
を判定するステップ
２００６　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第２パケットの復号結果を参照するステッ
プ
２００７　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第２パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
２００８　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第１パケットが再送パケットであるか否か
を判定するステップ
２００９　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第１パケットの復号結果を参照するステッ
プ
２０１０　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第２パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
２０１１　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第２パケットが再送パケットであるか否か
を判定するステップ
２０１２　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第２パケットの復号結果を参照するステッ
プ
２０１３　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第１パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
２０１４　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第１パケットおよび
第２パケットに対応するビットの双方にＮＡＫ値を設定するステップ
２０１５　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第１パケットの復号結果を参照するステッ
プ
２０１６　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第１パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
２０１７　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第２パケットの復号結果を参照するステッ
プ
２０１８　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第２パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
２０１９　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が上り制御チャネル送信処理部にＡＣＫ／Ｎ
ＡＫ情報を通知するステップ
２１０１　基地局が第１および第２のＨＡＲＱプロセスに属する２個の下りデータパケッ
トを端末に再送するステップ
２１０２　端末が再送された２個の下りデータパケットに対するＡＣＫ／ＮＡＫを基地局
に送信するステップ
２３０１　基地局のスケジューラが第１の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使
用するレイヤを選択するステップ
２３０２　基地局のスケジューラが第１の再送プロセスに属する再送パケットのに対応す
るパケット番号のＮＤＩを前回送信時と同じ値に設定するステップ
２３０３　基地局のスケジューラが第２の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使
用するレイヤを選択するステップ
２３０４　基地局のスケジューラが第２の再送プロセスに属する再送パケットのに対応す
るパケット番号のＮＤＩを前回送信時と同じ値に設定するステップ
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２３０５　基地局のスケジューラがＳｗａｐを０に設定するステップ
２３０６　基地局のスケジューラがＳｗａｐを１に設定するステップ
２３０７　基地局のスケジューラが１個の下り制御情報を生成するステップ
２３０８　基地局のスケジューラが２個の下り制御情報を生成するステップ
２４０１　端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネルを復号するステップ
２４０２　端末の下り制御チャネル受信処理部が下り制御チャネルの復号結果を下り共有
チャネル受信処理部およびＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部に通知するステップ
２５０１　端末の下り共有チャネル受信処理部が下り制御情報チャネルの復号結果を参照
するステップ
２６０１　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第１パケットの復号結果を参照するステッ
プ
２６０２　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第１パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
２６０３　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第２パケットの復号結果を参照するステッ
プ
２６０４　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第２パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
２６０５　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が上り制御チャネル送信処理部にＡＣＫ／Ｎ
ＡＫ情報を通知するステップ
２７０１　基地局が第１のＨＡＲＱプロセスに属する１個の下りデータパケットを空間多
重して端末に新規送信するステップ
２７０２　基地局が第２のＨＡＲＱプロセスに属する１個の下りデータパケットを空間多
重して端末に新規送信するステップ
２７０３　端末が新規送信された第１のＨＡＲＱプロセスに属する１個の下りデータパケ
ットに対するＮＡＫを基地局に送信するステップ
２７０４　端末が新規送信された第２のＨＡＲＱプロセスに属する１個の下りデータパケ
ットに対するＮＡＫを基地局に送信するステップ
２７０５　基地局が第１および第２のＨＡＲＱプロセスに属する２個の下りデータパケッ
トを端末に再送するステップ
２７０６　端末が再送された２個の下りデータパケットに対するＡＣＫ／ＮＡＫを基地局
に送信するステップ
３００１　基地局のスケジューラが第１パケットのＮＤＩを前回送信時と同じ値に設定す
るステップ
３００２　基地局のスケジューラが第２パケットのＮＤＩを１に設定するステップ
３００３　基地局のスケジューラが第１の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使
用するレイヤを選択するステップ
３００４　基地局のスケジューラがＳｗａｐを０に設定するステップ
３００５　基地局のスケジューラがＳｗａｐを１に設定するステップ
３００６　基地局のスケジューラが第１の下り制御情報を生成するステップ
 
３００７　基地局のスケジューラが第１パケットのＮＤＩを１に設定するステップ
３００８　基地局のスケジューラが第２パケットのＮＤＩを前回送信時と同じ値に設定す
るステップ
３００９　基地局のスケジューラが第２の再送プロセスに属する再送パケットの伝送に使
用するレイヤを選択するステップ
３０１０　基地局のスケジューラがＳｗａｐを０に設定するステップ
３０１１　基地局のスケジューラがＳｗａｐを１に設定するステップ
３０１２　基地局のスケジューラが第２の下り制御情報を生成するステップ
３１０１　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が下り制御チャネル受信数を参照するステッ
プ
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３１０２　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第１パケットが再送パケットであるか否か
を判定するステップ
３１０３　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第１パケットの復号結果を参照するステッ
プ
３１０４　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第１パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
３１０５　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第２パケットが再送パケットであるか否か
を判定するステップ
３１０６　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第２パケットの復号結果を参照するステッ
プ
３１０７　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第２パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
３１０８　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第１パケットが再送パケットであるか否か
を判定するステップ
３１０９　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第１パケットの復号結果を参照するステッ
プ
３１１０　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第１パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
３１１１　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第２パケットが再送パケットであるか否か
を判定するステップ
３１１２　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第２パケットの復号結果を参照するステッ
プ
３１１３　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第２パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
３１１４　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第１パケットおよび
第２パケットに対応するビットの双方にＮＡＫ値を設定するステップ
３１１５　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第１パケットの復号結果を参照するステッ
プ
３１１６　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第１パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
３１１７　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が第２パケットの復号結果を参照するステッ
プ
３１１８　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部がＡＣＫ／ＮＡＫ情報の第２パケットに対応
するビットに値を設定するステップ
３１１９　端末のＡＣＫ／ＮＡＫ判定処理部が上り制御チャネル送信処理部にＡＣＫ／Ｎ
ＡＫ情報を通知するステップ
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